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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 
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１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市長 森山 一正  教育長 箸尾谷知也   

教育総務部長 安田 信吾  次世代育成部長 大橋 徹之   

上下水道部長 末永 利彦  同部次長 樫本 宏充   

経営企画課長 辻 稔秀  水道施設課長 井上 斉之 

下水道事業課参事 名古屋 幸祐 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 大西 健一  同局主査 松 木  愛 

 

１．案件 

  認定第２号 令和４年摂津市水道事業会計決算認定の件 

  認定第３号 令和４年摂津市下水道事業会計決算認定の件 
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（午前９時５７分 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから、文教上

下水道常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、弘委員を

指名します。 

 それでは、先日に引き続き、認定第２号

及び認定第３号の審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。よろし

くお願いいたします。 

 まず、水道施設課です。決算概要１６８

ページ、太中浄水場管理運営事業です。太

中の水、井戸の状況等々、この間いろいろ

と報告を受けています。最初に、くみ上げ

水量の問題と水質の状況について、昨年度

の状況をお教えいただきたい。 

 ２番目、決算概要１７０ページ、汚泥残

渣処分事業です。太中浄水場の井戸水をく

み上げて、浄水する過程の中で出てくる残

渣です。その処分に関わっては、大阪湾の

広域処分場に捨てていくことになってい

ると思うんです。 

 ただ、ご承知のように大阪湾の夢洲は万

博用地として、フェニックスの関係でいう

と、いろいろと状況の変化があると思って

いるわけです。残渣処分の状況、処理費の

推移とか、分かれば教えていただきたい。 

 それから、決算概要１７２ページ、給配

水管布設受託事業です。ここのところ、決

算概要の欄に連続立体交差事業に伴うと

書かれていると思うんです。お金の出入り

の状況について、どういう形でルールをつ

くっておられるのか、お聞きします。 

 次に、下水道事業課、決算書８４ページ

です。重要契約の要旨でいろいろと書かれ

ている中に、下水道総合地震対策計画策定

業務委託という記載があります。この計画

については、年度末にいろいろとご報告も

受け、進捗の遅れ等もありました。業務委

託と記載されていますので、どういう業務

を業者に委託され、役所の担当としてはど

ういう関わりがあったのか、お教えていた

だきたい。 

 次、決算概要１９０ページ、それから１

９４ページ、それぞれ水洗化促進事業で、

補助金や貸付金がございます。今年度、貸

付の制度は執行率がゼロで、水道事業年報

を見てみると、ここ数年、１件あるかない

かという状況が続いていると思います。 

 そういったことも含めて、助成制度、貸

付金制度それぞれの活用状況について、お

教えください。 

 次、決算概要１９２ページ、ガランド水

路親水施設管理事業です。この件について

は、以前からいろいろ私も意見を申し上げ

てきた部分です。水みらいセンターで下水

処理した水を使用して親水事業に取り組

まれています。 

 今朝も前を通りかかってきたんですが、

乙の辻踏切の辺りの案内図が、今年度新し

くなっており、マンホールカードの宣伝も

含めてしてありました。蘇る水１００選と

いうことで建設大臣賞も受けていたり、こ

れまでにもいろいろと活用したり、もっと

活用はできないのかと申し上げてきたか

と思います。啓発的な意味合いで取組、イ

ベントなんかも利用していったらどうか

とも、これまで申し上げてきました。昨年

度を含め、そういったことがやられている

のかどうか、教えていただきたい。 

 次は、料金課、決算書３３ページです。

ここも契約の要旨が書かれている中に料

金課の包括委託の件について西谷委員の

質問の中でも行われていました。ヴェオリ

ア・ジェネッツ株式会社関西支店に委託を
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されましたが、切替えの時期で、年度末は

いろいろあったかと思うんです。検針事業

とか、宿日直等々いろいろ事業があると思

っているんです。実際、これまでそれぞれ

分けて契約していたのが、包括的に委託し、

これまでにない部分も含めた状況になっ

ているんだろうと思うんです。引継ぎでど

ういう作業等々をやられているのか、お聞

きします。 

 それと決算概要１７２ページ、水道料金

等収納事業であります。この間、コンビニ

支払いを開始し、今後はカード支払いを含

めた検討もされていくということです。私

は、どちらかというと口座振替の割合を高

めていくことが安定的な収納事務では大

事だと思うし、コスト面でも一番安くつく

と思っておるんです。いろいろと支払い方

法が増えていくことによって、市民の利便

性が高まるのは分かるんですけれども、口

座振替の割合が減っていくことになると、

いかがなものかと思います。その辺の状況

について、お聞かせいただきたい。 

 次は、経営企画課、決算概要１７４ペー

ジ、中央送水所管理事業です。中央送水所

は、一昨年前に送水口や大きなタンクの更

新などによって新しくなっております。そ

の工事経過などを記録した映像が作られ

ていたと思うんです。これは予算、決算で

いうと、一昨年前の部分かもしれないです

が、作られた映像は啓発的な意味合いでい

ろいろ活用していくと言われていました。

令和４年度、どんな活用がされてきたか、

お聞かせください。 

 それと経営企画課に関わっては、経営状

況の面で、一昨日、西谷委員からも質問が

あったわけです。答弁の中で大変厳しい状

況になってきているとおっしゃられまし

た。 

 水道事業年報の６０ページに、給水原価

構成という表があるんです。動力費の値上

げがやっぱり大きく影響していて、料金回

収率、供給単価に対して、原価と供給単価

の差で下回ってしまうということです。こ

れまで、令和元年度、令和２年度、令和３

年度を見ても１００％、令和に入ってから

の３年間は１００％を超えて回収できて

いたのが、９５．８％に下がってしまう。

動力費の部分ももちろんありますし、あと

材料費も上がったりしている。何か薬品費

の割合が、これまでより高くなったりする

のが見えています。この状況は、物価高騰

の中で、昨年度でいいましたら、年度途中

からぐぐぐっと上がってきた感じがする

んです。令和５年度になると、それがずっ

と年間通じてみたいな状況になってくる

んだろうと思っています。 

 経営見通しの部分で上下水道ビジョン

の見直しについて、去年の一般質問のとき

に私も取り上げさせてもらったかと思い

ます。今の時期に、なかなか中長期的な展

望を持ちにくいともおっしゃっていまし

た。そういう見直しは、次年度に持ち越し

かとおっしゃっていたかと思うんです。そ

ういった意味合いからして、今後の経営に

ついて、どんなことが考えていけるのか。 

 先日の答弁では、厳しい部分が多かった

と思うんです。見通しとか何か展望を語っ

ていただけるようでしたらお願いします。 

 １回目は以上です。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、弘委員の

１回目のご質問で、太中浄水場における井

戸のくみ上げの水量の推移と、令和４年度

の水質の状況についてお答えいたします。 

 太中浄水場における自己水量、つまり自

己水の配水量につきましては、水道事業年
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報７０ページに記載しております。令和４

年度につきましては２３３万９，７００立

方メートルで、令和３年度と比較いたしま

して、約１３万立方メートル減少しており

ます。 

 このように自己水のくみ上げ量につき

ましては、年々減少する傾向にございます

が、その要因としては、やはり井戸のくみ

上げの能力が徐々に低下しているところ

が原因となっております。井戸洗浄等を実

施して、井戸の能力維持に努めております

が、今後も減少する見込みでございます。 

 また、水質につきましては、この太中浄

水場の自己水における水質を、水質基準項

目５１項目に加えて、水質管理目標設定項

目について水質検査の計画を立てて、毎年

度実施しておりますが、令和４年度の内容

は、全て基準値を下回っている内容でござ

います。 

 続きまして、汚泥残渣の処理費の推移と、

その処理の処分地の内容について、お答え

いたします。 

 太中浄水場では、年間約３００トンの汚

泥残渣が発生いたします。近年の推移とい

たしましては、令和２年度が３１２トン、

令和３年度が３０４トン、そして令和４年

度につきましては２９２トンです。これに

つきましては、配水量の減少に伴って、汚

泥残渣の処分量も減少傾向にあるという

状況になっております。 

 この汚泥の処分につきましては、浄水場

の継続的な運営に向けて汚泥残渣を適正

かつ安定的に処理できる処分場を確保す

る必要がございます。現在は、近畿２府４

県の自治体も出資して、設立されておりま

す大阪湾広域臨海環境センターが運営い

たします大阪湾の広域処分場に最終処分

を行っております。同センターでの処分場

の整備も継続して行われておりまして、こ

れらの整備に係る負担金も、汚泥残渣処分

事業の中で負担しておりまして、安定した

処分先の確保に努めているところでござ

います。 

 続きまして、給配水管布設受託事業の中

で、阪急京都線連続立体交差事業に係る部

分の内容について、お答えいたします。 

 令和４年度給配水管布設受託事業では、

阪急京都線連続立体交差事業に係る配水

管移設工事の設計委託業務を行っており

ます。 

 内容は、口径７５ミリメートルから１５

０ミリメートルの配水管移設設計５９７

メートルで、委託料は、１，１６６万１，

９００円でございます。この委託料の税抜

きの金額に対して、事務費２０％を加えた

額１，２７５万４，０００円を受託工事収

益として頂いております。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 弘委員の地

震新総合対策計画業務委託の内容につき

まして、ご説明させていただきます。 

 地震対策計画を立てるに当たりまして、

摂津市が今管理しております下水道施設

に関わる情報を整理した中で最も重要な、

優先度をつけていくような作業を行って

おりました。そして、防災と減災という考

え方を持って、効率よく耐震化対策を進め

ていく方法を計画化していくという業務

内容になっております。 

 続きまして、水洗化促進事業による補助

金等の活用状況につきまして、説明させて

いただきます。 

 水洗便所への切替え工事に対します補

助としまして、１件当たり５，０００円の

助成なんですが、その件数が令和４年度で

は２３件になっておりました。 
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 貸付金は、委員がおっしゃられたように

活用はなかったということになっており

ます。 

 続きまして、ガランド水路の啓発状況に

ついて、お答えさせていただきます。 

 令和４年度は、特段ガランド水路につい

て広報的な活動をした経過はございませ

んでしたが、親水施設ということで、平成

７年からもう３０年近くたってくる中で、

皆様にもっと親しんでもらう、知ってもら

うために、いろんな課でガランド施設を見

学したり、ウオーキングコースになってい

たりします。そういったイベントに際しま

して、下水道事業課でチラシを作成しまし

て、ガランド水路の紹介等をさせていただ

いております。 

○村上英明委員長 樫本次長。 

○樫本上下水道部次長 それでは、弘委員

の料金課に関わります件について、ご質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、昨年度１２月２２日、ヴェオリア・

ジェネッツ株式会社関西支店に、開閉栓業

務と検針業務等と宿日直業務委託を合わ

せて一括委託という形ですけれども、令和

４年度の決算の中での効果といたしまし

ては、ＯＡの危機管理事業は、ＯＣＲの保

守業務委託料、それからハンディターミナ

ルの保守業務委託料がなくなりました。そ

れから、検針事業では、消耗品費、検針業

務委託料、開栓業務委託料、閉栓業務委託

料、宿日直業務委託料などが全て、今回、

一括で委託されたという状況になってお

ります。 

 続きまして、水道料金の徴収における、

口座振替の割合を高めたらという委員の

ご指摘です。我々もコスト的には口座振替

が、１件当たり１０円前後、内税と外税は

あるんですけれども、一番コストが安く、

有利なことになっています。 

 ただ、やはり今の段階では、できるだけ

水道料金のお支払い方法を多様化して、で

きるだけ多くの方が払いやすいようにと、

いろんな払い方を進めているところです。 

 口座振替の割合につきましても、水道事

業年報の８７ページに記載されておりま

すとおり、大体７０％を切る程度でずっと

推移しております。これは払い方が多様化

された中でも口座振替の割合は変わって

ないかと考えております。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 配水池の工事の様子

等を記録した映像の活用状況につきまし

て答弁差し上げます。 

 ご存じのように１号配水池の耐震化を

するために更新工事を行いまして、静止画

を、定点観測したものをコマ送りにすると

いう、タイムラプス動画を作成して、ユー

チューブに公開いたしました。併せて現在

もホームページに掲載しております。 

 タイムラプス動画を作った当時は、すい

たタイムスでありますとか、水道産業新聞

社に掲載をしていただいたところでござ

います。 

 また、その後の活用方法についてですけ

ども、例年１１月に行っております環境フ

ェスティバル、コミュニティプラザでやっ

ておりますけども、来場者にそのタイムラ

プス動画を見ていただくように、パソコン

で動画をエンドレスで再生している状況

でございます。 

 また、近隣他市の職員で構成されます北

大阪上水道協議会の技術部会がございま

すけども、その工法が、不断水工法と申し

まして、ずっと水を止めずに工事をする工

法が、非常に勉強になるということで、北

大阪上水道協議会でも活用いただいて、好
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評をいただいたということを聞いており

ます。 

 また、市民に対しましては、よく施設見

学で小学生の皆さんが、太中浄水場に見学

に来られます。その際に耐震化の取組とし

て、１号配水池をこんな形で更新しました

ということで、ＰＲの機会と捉えまして、

動画を見学していただいてるところでご

ざいます。 

 続きまして、経営状況のお話もあったか

と思います。 

 料金の回収率、委員がおっしゃいますよ

うに、令和に入りまして、ずっと１００％

を超えておりました状況が、令和４年度に

なって９５．８０％と、確かに悪化はして

おります。水道事業年報の６０ページにあ

る給水原価構成をご覧ください。この中で

急に上がったものとして動力費、前年８．

９５％でありましたものが、令和４年度１

１．７０％、それとその他３０．８８％で

あったものが３４．４８％ということで、

急激に上昇しております。 

 こちらの２点につきましては、動力費は、

ご存じのように電気価格の高騰によりま

して動力費が増えているという状況が一

つと、その他が増えておる状況といたしま

しては、令和４年度は、給水装置の誤接続

によります水道料金の還付で、営業外費用

がかかっております。そちらのほうが費用

を圧迫した結果になっておりまして、一時

的なものではございますけれども、とにか

く動力費は、今後先行きが見通せないとい

うことでございます。委員がおっしゃいま

すように、動力費は令和４年度中を通して

の影響ではございませんので、令和５年度

以降は、状況によりましては、この厳しい

状況が１年間通じて経費を圧迫するとい

うようなことになってくると、ますます厳

しいのかと思っております。 

 今後の見通しにつきましても、昨日の答

弁でも申し上げましたけども、水道事業収

益につきましては、給水収益が事業収益全

体の約９０％を占めております。給水収益

については、減少傾向ですので、水道事業

収益が増えていくことは期待できないの

かと思っておるところなんです。 

 一方で、その水道事業費用は、先ほどか

ら申し上げております動力費の増が給水

収益が減るにもかかわらず、数千万円単位

で増えていくということで、おのずと収益

的収入及び支出については、収入が増える

要素がないにもかかわらず、費用がかさむ

要素ばかりが影響しているという状況で、

非常に厳しいといいますか、先行きが非常

に見通しづらい状況でございます。 

○村上英明委員長 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、２回目の質問をさ

せてもらいます。 

 １点目の太中浄水場の管理運営に関わ

ってです。湧水能力がだんだん低下してき

て、くみ上げ水量が減っているということ

です。これまでにもそういう状況はお聞き

していたと思うんです。今年度に入ってか

ら、有機フッ素化合物、いわゆるＰＦＯＡ

の影響で、２号井戸を一旦使用停止すると

いうようなことも言われています。６本の

うちの１本を使わないとなると、単純に考

えても６分の５、２割弱の減少になってく

ると思えば、その分また企業団水に依存し

ていくことになると思うんです。そうした

場合の影響、費用的にはどれぐらいになる

のかを分かれば教えていただきたい。 

 それから、２号井戸のＰＦＯＡの関係で

す。実際には暫定目標値と言われている部

分から比べて、そこまでは行っておるわけ

ではなく、水質が安全・安心で、飲んでい
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ただいて大丈夫という状況は変わってな

いと思っています。 

 ただ、私が気になっているのは、大阪広

域水道企業団で、去年、おととしに、一般

質問の機会があったんで聞かせてもらっ

たんです。四條畷市にある田原浄水場が、

暫定目標値を超えてＰＦＯＡが検出され

たということです。ここは浄水場自体を止

める措置を取りました。その後、令和２年

１０月からずっと経年的に状況を調べ、令

和５年に至っても、浄水場内の井戸、暫定

目標値が５０を超えて出てくる状況が続

く中、浄水場の廃止を今年の３月に企業団

で決定しました。なかなかこの物質自体が

環境の中で分解されにくい。また、四條畷

市は山手なんです。奈良県との県境に近い

ところで、何が原因でこういうのが出てく

るのかがよく分からないとおっしゃって

いました。 

 地元議員とかに聞いてみたら、県境の辺

りに産業廃棄物処分場とかもあるから、も

しかしたらそんなところが影響している

のかとおっしゃっていたけれども、確証的

なことは分からない。分からない中で、残

念ながら、ここの浄水場は、もう使用廃止

になりました。 

 枚方市の村野浄水場から管を引いて、そ

この給水は、問題なく住民の皆さんには水

が届けられている状況とお聞きしている

んです。今回、太中浄水場の状況を見たと

きに、今の時点では、恐らく急にそういう

ことにはならないんだろうと思うんです。

どうしてこういう状況になっているのか

が分からないところが不安なわけです。仮

に基準値を超える状況が出てきたとき、今、

２号井戸を止めていますけれども、ほかの

井戸が、どういう状況になるのか、お聞き

しておきます。 

 次に、汚泥残渣についてです。それぞれ

年間にすると結構な量になると思うわけ

です。大阪湾の広域処分場の状況について

も、万博との関係で、処分場の状況は変化

がないのかとお聞きしました。この所管は

環境政策課ということを思えば、今日はそ

の点については結構です。やはり埋立てに

いつまでもそこでやれる状況にない。仮に

別の処分場にとなったら、費用は高くなる

んだろうと思えば、この汚泥残渣の利活用

とか、考える余地がないのかと思うわけで

す。 

 先日、大阪広域水道企業団で村野浄水場

を見せていただいたんです。あそこは淀川

の水を取水して、それで水を浄水にしてい

るんです。その過程において、貯水池で淀

川の水だから、いろいろ不純物がある。沈

殿させてできてくるそういうものを園芸

用土に加工して、お土産に頂きました。こ

ういうのも活用されているということで

す。 

 中身にシールを貼っているから分かり

にくいんですけれども、取組前は、埋立て

処分場に運んでいたものなんだけれども、

製品化することで、負担金なんかは減らせ

るし、リサイクルで活用できる取組をやら

れていました。 

 今日、委員会が始まる前に部長がおっし

ゃってましたけれども、水質が違うからこ

ういう活用についてもなかなか同じよう

にはできないと思うんですけれども、一度

こういった活用の検討をされたことがあ

るのか。また、そういう余地がないのかを

お聞かせください。 

 次に、給配水管の布設受託事業に関わっ

てです。阪急連続立体交差との関係で、工

事の費用はもちろん１００％連続立体交

差推進課から回ってくると思っていまし
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たが、事務費で２割上乗せで入ってきてい

るということです。工事自体は、これから

始まってくるけれども、令和４年度で設計

費用が計上がされ、執行されたとお聞きし

ました。いろいろほかの事業に絡んで、水

道事業で動いていくようなところに適正

に費用も出していただいているとお聞き

して安心しました。 

 これについては以上で、質問を終わりま

す。 

 次に、下水道事業課です。下水道総合地

震対策の計画策定業務委託です。委託業者

にどういった業務を担っていただいたの

か詳しくお聞きしたかったです。今回、こ

の計画については、当初の計画よりも遅れ

てできたと思います。出来上がった計画の

中身を見てても、マンホールトイレの各校

区の設置に関わって、千里丘小学校とか鳥

飼東小学校とかが早い段階で組まれて、現

実との食い違い、千里丘小学校は、建て替

えが済んでからしか活用できないという

意見も文教上下水道常任委員協議会で出

ていたかと思います。 

 業者は、全国で似たような計画をどこで

もつくっており、そういうノウハウは持っ

ていると思うんです。ただ、摂津市の状況

をしっかりと当てはめて、実のある計画に

していくということでいったら、職員の力

が大事だと思っています。そういったとこ

ろが機能的にしっかりとやれていたのか

と思い、質問に取り上げました。もう一度、

そういった観点から、お答えいただきたい。 

 あと、次の水洗化促進事業についてです。

これも随分前から、下水道、水道、水洗化

１００％を目指して取組が進められてい

っていると思うんです。下水道管の整備率

は、もう１００％近くになってきているけ

れども、なかなかくみ取りや浄化槽はなく

ならない中、くみ取りなんかは民生常任委

員会の決算審査で議論はしていく部分と

思うんですけれども、年間、負担金と運搬

料を含め６，０００万円ほどかかっている

わけです。浄化槽でも、３，０００万円近

くかかっており、全部合わせると１億円ぐ

らいが、くみ取りと浄化槽の処分費にかか

っています。これは、その量が減っても、

１億円ぐらいの額が毎年計上され、執行さ

れています。これがゼロにならないと、そ

このところは一般会計も、そういうふうに

なっていくと思うんです。 

 この生活排水の処理については、基本計

画がつくられています。これをつくるとき

には、下水も関わってつくられていると思

うんです。今回、令和３年度につくられた

計画では、令和１２年度にくみ取りも浄化

槽もゼロにしていく方向で計画が立てら

れているんです。そういうことを思えば、

水洗化の促進啓発は、苦労されてやられて

いるというのは重々承知しています。例え

ば補助金だったり制度を見直すこととい

うか、大きくもう一歩踏み込むことで、そ

こを加速させることができないのか、そう

いう検討が必要じゃないかと、これまでに

も意見として上がっていたと思うんです。

この間、そういう取組がされているのか。 

 あと、令和１２年度にくみ取りゼロとい

う状況に持っていけるのか。そこら辺り教

えていただきたい。 

 それから、ガランド水路の親水施設管理

事業です。これは要望にしておきます。各

課とも連携しながら、下水道事業課で何か

しらイベントというようなことは、なかな

か無理があると思っているんです。マンホ

ールカードでも、ガランド水路の紹介もし

て、そこのところは意識的にはしていると

は思うんです。あそこの施設自身が、水み
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どり課じゃなく、下水道事業課が管理をし

ていることの意味合いは、そもそもの成り

立ちとだと思っています。そういう下水、

水みらいセンターで処理した水をどうや

って親水施設でも活用できるような状況

にあるんだという辺りのところとか、水道

でも、私は以前から啓発事業が弱いんじゃ

ないのかと指摘もしていたと思うんです。

水道も含めて何かもう少し市民に、ふだん

あって当たり前の上下水ですけれども、料

金の問題で高いとかいろいろと意見とし

て寄せられたりしますけれども、こういう

努力があるんだと市民の皆さんに示して

いく必要があると思っています。大阪府だ

ったり京都府だったり大きな府域だった

ら、結構大きな啓発施設があります。公園

とか、一般開放とか、桜の時期だったりと

か、京都に行ったらツツジだったり藤の時

期に市民がだっとそこの施設に訪れ、親し

みを持つみたいなのを摂津市みたいな小

さなまちではやれないかと思うんです。た

だ、ガランド水路の施設は、一つそういう

意味合いがあっての場所じゃないかと思

うので、また活用も考えていただきたい。 

 それともう一つ、ガランド水路からずっ

と公園が最後にあって、境川に最終水が流

れ込むじゃないですか。滝と言っていいの

か、ちょっとした高低差なんです。例えば

小水力発電のタービンみたいなのを回し

て電気がつくれるんだみたいなものを、こ

れも環境政策課の所管と思わんでもない

んですけれども、実用的にそこでできた電

気が、そんなに大きな出力ではないですけ

れども市民にアピールする。何かいろんな

工夫の余地があると思いますので、検討し

ていただきたい。 

 次に、料金課に関わってお聞きしました。

包括委託の部分、いろいろと抱き合わせに

して一括発注することで、スムーズにとい

う答弁でした。また、初めの時期は、費用

的には多くても経年で見ていったら節約

できるんだと導入の際の説明でいただい

ていたと思っているんです。私が気になっ

たり引っかかっているのは、実際に検針業

務で回られている皆さん、宿日直とかされ

ている職員の方って同じ方じゃないのか

なと感じています。間に一つ企業、そこを

コーディネートする役割なのか、そういう

ところで入られている。それだけではない

と思っているんですけどね。これまでの市

から直接委託されたところの従業員とか

会社の収支とかはどうなんだろうと率直

に疑問で湧いたところです。そういう点で

もって１回お答えいただきたいので、よろ

しくお願いします。 

 それから、中央送水所管理事業で、中央

の送水池の新しくできたタイムラプス動

画、いろいろと活用されて評価も受けてい

ますとお聞きしました。 

 ここら辺りの映像を私も見て、興味深い

というか、インパクトのある映像だったと

思うので、そういうのも一つの取っかかり

として市民の皆さんに、水道のいろんな事

業、仕事を知ってもらうきっかけになると

思いました。現状、太中のところに来られ

る子供とか、見学者の皆さんに見てもらう

ということだけでなく、インターネット、

ユーチューブとかそういうところでも見

てもらえるような活用をされているとお

聞きしました。さっきのガランド水路のこ

とと合わせて、上下水、それぞれの啓発に

力を入れていただきたい。要望としておき

ます。 

 料金課の口座振替に関わるところです。 

 先ほど次長答弁の中でおっしゃってい

ただいた口座振替の件数も、この間そんな
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に変わりなく推移していますよというこ

とでした。水道事業年報にある５年間だけ

を見たら、令和４年度だけ減っているのか

と見えました。口座振替を登録してたら、

転居だったりとか状況の変化がなければ、

それで行くわけです。新しく転入されてき

た方に、できるだけ口座がお得だというア

ナウンスができたらええのですけれども、

実際には割引があるわけでもなく、得か損

かということにはならないです。 

 一方、クレジット払いとか、今後検討さ

れているＰａｙＰａｙとかの電子マネー

で、公共料金を振り込んだり、使っても、

ポイントが還元される仕組みがどうもつ

くられています。税なんかでも、クレジッ

トで払うとポイントがつくみたいな。私は、

それはどうなんだろう、市民の方にとって

は、一定メリットがあるようにも見えます

が、どこでクレジット会社とかは利益を得

られているのと思うわけです。 

 だから、クレジットや電子マネーにしろ、

最初導入するときには、ポイントであった

り、おまけだったりがあっても、全体通し

て利用していくときには、手数料だったり

とかの負担は、本人に返ってくると思うわ

けです。そのことを考えれば、口座振替が

減って減って、市が手数料負担をよそでや

っていくことが増え、水道事業の経営にも、

微々たるものかもしれないけれど影響は

してきます。だんだんと口座離れをしてい

くことになれば、経営にも悪影響になりか

ねないと危惧しています。市民の皆さんに

も、水道料金の値上げ抑制とかの一助にも

なるというアナウンスにできたらいいん

じゃないのかなと思いました。以前、見た

堺市なんか、封筒に口座振替をお願いしま

す。そういうのも見て、感じた部分はある

ので、よろしくお願いします。 

 順番が前後しましたけれども、経営状況

に関わっての部分です。なかなか先ほどの

答弁も厳しいということでおっしゃられ

ておるわけです。確かに厳しい状況なのは、

私も理解していますし、そこは全体共有し

ているところだと思うんです。そんな中、

どういう打開策があるのかを考えていく

必要があると思っています。 

 これも、私、代表して大阪広域水道企業

団議会議員で出させてもらっている関係

もあって、大阪府の取組でどんなんがある

のかなと考えたとき、動力費、電気です。

今年、企業団の村野浄水場が、関西電力と

カーボンニュートラルに関わっての包括

連携協定を結ばれているんです。これは、

太陽光なんかはじめ、再生可能エネルギー

の活用をもっと広くということで、企業団

だけで取り組むんじゃなく、関電が一緒に

そこのところを入り込んでやっていくと

いうことです。見学のときには詳しく説明

はされていなかったので、まだまだこれか

らなのかなという感じではあるんですけ

れども、そういう動きが１点あります。 

 また、おととし、これは庭窪の浄水場、

それから松原ポンプ場というところが対

象で、水道施設を活用した仮想発電所、バ

ーチャルパワープラントという取組がさ

れているようです。 

 内容としては、電力の安定供給、再生可

能エネルギーの導入促進につながる仕組

みです。簡単に言うと、貯水池の自然流下

なんかによって調整機能が、摂津市なんか

は、全部ポンプ、動力で送水しないと水を

送れないというのがありますけれども、ち

ょっと高いところに水があったら、１エネ

ルギーで、水を押し出すことで送水ができ

る。そういうものを活用したり、例えばポ

ンプでくみ上げることも日中より夜間の
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ほうが電力が安かったりするから、安い時

間に主にされているようです。調整力の合

計で、一般家庭の平均契約電力に換算する

と、約３００件分の電力節約を狙いとして

取り組んだようです。 

 最新の技術なんかでカバーできるとこ

ろがないのか、三島浄水場でも貯水池の上

に全部太陽光発電所パネルを置いて、摂津

市内でも一津屋のところにあり、そういう

取組がされているところもあります。なの

で、動力の点で、厳しい状況ではありつつ

も、何かそこを打開する手だて、取っかか

りを考えていく努力をお願いします。これ

も要望としておきます。 

 ２回目、以上です。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、太中浄水

場のくみ上げ水量、２号井戸停止によるく

み上げ量の低下に対しましては、どのよう

なところに影響して、どう対応されてるか

というお問いでございます。この太中浄水

場につきましては、本来６本の井戸で計画

の配水量が６，８００立方メートル、日量

６，８００立方メートル能力はございます。 

 この６本の井戸の中で、それぞれくみ上

げの量が異なっておりまして、大体６００

程度から２，０００立方メートル程度、ち

ょっとポンプによってくみ上げ量が異な

っておるわけです。今回停止いたしました

２号本井戸につきましては、日量約６００

立方メートルということで、全体の約１割

弱程度の割合になっております。この減量

分につきましては、大阪広域水道企業団か

らの受水でもって補っていくことになり

ますが、令和５年度につきましては、この

８月に２号井戸を停止いたしまして、残り

二百数十日ございますが、この間、企業団

からの受水費が、約１，０００万円程度の

増になってくるんではないかと見込んで

おります。 

 また、太中浄水場で、浄水に関わるもの

として薬品費、先ほどございました汚泥処

分費、この辺は、減少するものと見ており

ます。 

 その中で、水質についてＰＦＯＡの値が

またほかの井戸から出てきたらどうなる

かとのお問いでございますが、８月の２号

井戸を停止以降、各井戸、混合原水、いわ

ゆる井戸の混合水に加えて、各井戸の水質

を、頻度を高めて検査を実施しております。 

 これまでに、各井戸の水質の状況といた

しましては、ほぼ横ばいの状況になってお

ります。 

 混合原水につきましても、一定、１リッ

トル当たり３ナノグラムということで、一

定してその値が出ております。 

 また、今後につきましても、こうした形

で各井戸ごとの水質を監視いたしまして、

水質の異常がちょっと見られるような場

合には、その井戸を停止するなど、適切な

監視を実施して、水質確保に努めてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、汚泥残渣の利活用について

でございますが、これにつきましては、こ

れまでも検討させていただいております。 

 まず、建設の埋め戻しとなるような再生

材としての活用を検討しておりますけれ

ども、これにつきましては、よく土砂を中

間処理業者等に出して、改良されて販売さ

れてます。太中浄水場内で再生材としてで

きるかどうかということも検討されてい

たようでございますが、これにつきまして

は、やはりコスト的に大分かかってしまう

と、今の大阪湾の処分場の仕様と比較して、

相当な費用がかかってくるということだ

ったようでございます。 



- 12 - 

 

 また、この汚泥残渣を、例えば、敷地内

で敷きならしとか、そういった自ら利用と

いうことも、検討したんですけども、これ

につきましては、やはり建設汚泥というこ

とで、この場内での再生利活用は、法的に

支障があるということで断念しておりま

す。 

 そういった中で、先ほどちょっと弘委員

からもご紹介ございました大阪広域水道

企業団では、「あくあふれん土」です。園

芸用資材として、こういったものを再生さ

れて、使われてるということでございます。

これにつきましても、本市の浄水に用いて

いる水源につきましては、井戸水源でござ

いまして、河川の水源と違って有機物が少

ないということで、園芸用にあまり向かな

いといいますか、効果があまりないという

ことで、この利用についても、断念をして

いるところでございます。 

 現在のところ、そういった形で汚泥残渣

の利活用というのは見いだせていない状

況でございますけれども、ほかの事業者の

事例も引き続き調査していきたいと考え

ております。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 地震対策計

画に本市の内容をどのように含んだかと

いうお問いにお答えさせていただきます。 

 本市で計画を策定しております下水道

ビジョン経営戦略等を踏まえまして、あと、

地域防災計画です。防災の計画と、また、

下水道事業課でつくっておりますストッ

クマネジメント計画の更新関係の時期等

を考慮しまして、計画を策定しておりまし

た。 

 マンホールトイレの設置等、耐震化する

管路施設の場所、順番、そういったものを、

今の優先順位を決めていく中で、どのよう

に効率よく設置・改造していくということ

で、時間のほうを要したものでございます。 

 続きまして、水洗化の助成金の検討状況

につきましてお答えさせていただきます。 

 現在、くみ取り改造、浄化槽等の水洗化

改造助成金としまして、１件当たり５，０

００円を助成しておる状況でございます。 

 委員がおっしゃられておりますように、 

他市の事例で行きますと、もう少し高額な

助成金を出されておるところもあります。 

 そういった状況は重々承知しておりま

すが、今まで長期にわたり、この助成金を

実施してまいりましたので、公平性という

観点から、なかなか変更というところには

踏み込んでいけてないというのが現状で

ございます。 

 今後、下水道が主体になるか、下水道以

外の環境政策課と連携して、現在は啓発を

一生懸命、頑張っている状況ではあるんで

すが、今後そういった環境から、助成とか

補助の考えがありましたら、一緒になって

検討してまいりたいと思っております。 

○村上英明委員長 樫本次長。 

○樫本上下水道部次長 では、弘委員の包

括委託についてのご質問についてお答え

させていただきます。 

 検針業務についての内容だと思います。

令和４年度につきましては、摂津市都市開

発で検針業務をさせていただきまして、今

回は包括委託の中で、それも含まれている

状態です。 

 この中で、検針につきましては、再度ま

たそこに、受託者から契約をしている状態

になっております。 

 この件につきましては、やはり地域の実

情をよく把握してる職員がメーターを見

るほうが分かりやすい。それから、メータ

ーの位置は把握しているので、水道の使用
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量の状況なども把握はできてますので、変

化に対応しやすい。 

 あるいは、人員の確保という問題でも、

今までやっておられたところで再度やら

れるほうが、人の確保もできる。こういう

ような利点で、そのまま続けて契約されて

いると、このような状態になっております。 

○村上英明委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。３回

目、大体、もう要望でとどめておきます。

太中浄水場の関係です。井戸の湧水能力も

減ってきていること、水質に関わっては、

現在は安心して飲める、基準もクリアして、

十分大丈夫と分かってはおるんですが、今

後、どうなのかどうしても気にはなってく

るわけです。 

 将来のことを考えたときに、大阪広域水

道企業団は、将来ビジョンというようなこ

とで、去年つくりました。その中では、府

域一水道みたいなことで、統合する意思が

あろうとなかろうと、上下水道ビジョンで

はそう書かれています。そうなったとき、

いろいろとダウンサイジングだったりと

かの対象にもなってくるのかなっていう

ことも考えたりもします。実際、今の管理

運営で適切にやられていると思いますし、

市としては、水道の拠点と思っていますん

で、そこのところ、しっかりと守りつつ、

将来のことも考えつつ、やっていかないと

いけない時期になっていると感じた次第

でございます。 

 引き続き、安全で安心な、おいしい水で

取り組んでいただけるようにお願いして

おきます。 

 汚泥残渣の関係については、汚泥残渣っ

て言いつつも、そんな汚いものが混じって

いると私は思いません。井戸からくみ上げ

たものなので、品質も一定、安定したもの

だろうなと思うんです。 

 淀川の水みたいな、企業団で使っている

ものとはまた違うので、栄養価がその中に

はそんなに多くないと思います。用途は同

じようにはできないと思うんだけれども、

例えば、違った例で言ったら、鹿児島の火

山灰なんかが、桜島の火山、噴火したとき

に、火山灰が道路にいっぱい散ります。そ

れを収集して、何かに活用したり、陶芸に

使ったりという活用もあると報道で見た

ことがあり、今、太中から出てきたそうい

うものが、何かに使えないのかなと思うわ

けです。 

 処分場に運んでいって、処分するってな

ったら、負担金を払わないといかんという

ことです。お金の出入りを考えたときに、

その可能性を、再度、何かしら模索してい

ただきたい。よろしくお願いします。 

 あと、下水道事業課、下水道総合地震対

策計画策定業務です。いろいろと、マンホ

ールトイレを造る際に、どこの校区を優先

してみたいなところで時間を要したって

いうご答弁であったんです。だったら、そ

ういう学校、地域の状況を反映してもよか

ったのかと率直に思いましたんで、指摘さ

せてもらっておきます。 

 ふだん、なかなか、そういった連携って

少ないと思うんです。そういう地域のこと

に関わっての内容と思います。そこのとこ

ろは、アンテナを張って、そういう目でつ

くっていっていただくように、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 水洗化の部分です。たんびたんびに言い

続けられていると思うんです。千里丘新町、

当時あそこは千里丘６丁目か７丁目かで

あったクリーンセンターがなくなり、今年

でちょうど１０年になります。以前だった

ら、浄化槽でし尿や、あそこで処理してい
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ました。今はあそこがなくなった関係で、

処理費負担金が随分高くなったと認識し

ているんです。 

 茨木市や豊能町の他市に依存するよう

な感じで処理させてもらっている。そうい

うことからしてみたら、ここの部分をここ

までにゼロにすると決まったら、それに向

けて思い切った施策は打たないといけな

いと思っています。 

 先ほど、名古屋参事が言われたみたいに、

これまでずっと、補助金だけで行っていた

のに、翌年になったらこんなに増額となっ

たら、先にやった人が損するみたいな感じ

になってしまうのも、もちろん分かります。 

 ただ、毎年毎年、１億円近い額を負担金

で払っており、全部水洗化が完了したら、

それがなくなるわけです。そのことを見越

して、やっぱりゴールを決めて、計画を立

てて、ここだけで決められることじゃない

のは、先ほどの答弁でも重々承知していま

すけれども、ぜひお願いしておきます。 

 最後、検針業務の委託関係です。以前、

回られていた方と今、回って来られている

方と同じに見え、年度末に引継ぎとかいろ

いろあるからというのは、そんな話してな

かったと思ったりしたんです。 

 実際問題、やっぱりその地域に回っても

らうのは、慣れた人にやってもらう、これ

まで、いろいろとおうち、個別で回られて、

変化があったら、その都度、市に報告もさ

れています。役割を果たされている部分に

ついては、今、やっていただいている体制

は、よいのかと思っておるんです。 

 今後、ここの業者とは、ほかにもいろい

ろと包括的な連携協定を結んでいます。災

害のときとかにも、よその市からと、大手

で幅広いノウハウも持って、そういうとこ

ろの特性はあると、この間、感じておりま

す。今後もしっかりと見守っていきたいと

思います。 

 私からは、以上にしときます。 

○村上英明委員長 次に、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。 

 文教上下水道は久しぶりなので、そんな

こと聞くんかといというようなことを聞

くかもわかりませんけど、よろしくお願い

したいと思います。 

 まず、１番目、土地物件収益について、

決算書３６ページに載ってます款１水道

事業収益、項２営業外収益、目２土地物件

収益で、土地使用料７５３万３，９６０円

が計上されています。その中身についてお

答えいただきたい。 

 これは恐らく水道用地に建っている消

防本部の賃借料だと思うんです。その土地

の使用料を算定するのに、土地評価額も一

定あると思うんで、その評価額も併せてお

答えください。 

 ２番目、太中浄水場の技術継承について、

決算概要１６８ページに載っています。 

 太中浄水場管理運営事業の委託料とし

て８，９６９万４，０００円が計上されて

います。この委託内容について、まず説明

をお願いします。 

 ３番目、特殊勤務手当、決算概要１７２

ページに人件費事業で特殊勤務手当３４

万５，０００円の中身について説明してく

ださい。 

 ４番目、検針事業については先ほど質問

があり、中身がよく分かりました。１２月

から替わり、依然として検針員は替わって

いないということです。じゃあ、その検針

員が、漏水が分かったときに、どのような

対応をされているのか、聞いておきます。 

 ５番目、鉛管取替計画です。 

 摂津市の上下水道ビジョンの鉛管の残
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存状況について、加工が非常に容易である

ことから、古くから水道管に使われていま

す。本市でも昭和６１年まで使用されてい

たということです。鉛管は長期間使用しな

いと、鉛が中に溶け出し、濃度が上がって

人体によくないことから、厚労省の水質基

準が変更されました。それを機に、摂津市

も全市調査をされ、３７．９３％、１万３，

２６０件、水道本管からメーターまでの使

用で鉛管が使われていることが分かりま

した。その後、水道本管からメーターまで

の部分の取替え作業がずっと続けられて

きたと記憶しているんです。水道ビジョン

によりますと、平成２９年時点では、２．

９８％まで減少しています。令和４年度時

点での現状について、説明いただきたい。 

 次に、同じく太中浄水場の能力について

です。 

 先ほども質問がありました。もともとは、

上下水道ビジョンにも載っていますが、自

己水３割、それから、企業団水が７割で、

ずっと私も記憶をしていましたが、だんだ

んだんだん、自己水が少なくなってきてい

ます。令和４年度で見ると、２３．３％と

なっています。過去５年間、比べても、平

成３０年度の水量から比べて８０％ぐら

いまで、減っていることになっています。 

 これ、いろいろ要因があると思うんです。

まず、企業団の責任水量というのがありま

す。ここまでは金、払ってくださいという、

使っても使わなくても、金、払ってくださ

いという責任水量があって、それを過去に

は下げてくれと企業団に申入れをし、下げ

てもらった経緯もあります。節水効果もあ

って、だんだん使用水が減ってきており、

この絡みとの関係があるのか、責任水量は

幾らなのかも含め、ご答弁をお願いします。 

 ７番目、濁り水対策です。 

 濁り水を出す原因、いろいろあります。

これまでには、停電によるものが一番多か

ったように思います。それから、大きな管

が破損したときに出るとか、大きな火事の

ときには、周辺に消火栓を使うので、赤い

水が出ます。 

 また、例えば昔あったのは、水道工事を

するのに断水をしてて、そのバルブを一気

に開けてしまったので、水が走って赤水が

出たという苦情があったりとか、結構、今

までにあったと思うんです。しかし、最近

は減ってきたので、うまく管理されている

と思うわけです。 

 令和４年度、濁り水がどうであったのか、

水が濁るメカニズムについても、併せてご

答弁していただきたい。 

 ８番目、水道料金です。水道料金を決定

する要因も様々あると思います。有効湧水

量の伸び、給水原価を下げる等々あります。

令和４年度では人口が増えているにもか

かわらず、市民の節水意識が大きく響いて、

年々配水量が減少しているということで

ございました。 

 今後も給水量の減少が続くとすれば、給

水原価も下がることを工夫していかなけ

ればならない。それから、先ほどあるよう

に、電気代が上がる、物価が上がることも

大きく影響していると思います。 

 令和４年度の給水原価は１９２．９３円、

立方メートル当たりです。前年よりも８円

高い、前々年よりも１６円高くなっていま

す。 

 改めて、要因はいろいろあると思います

が、何だったのか。それから、有効水量の

有効率を上げることです。令和４年度でも

９４．５％、平年並みでございますので、

格段に悪いとかいうこともないわけです。

この解消策として、不明水を減らすという
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ことが考えられます。 

 令和４年度での、この不明水を減らすこ

との努力についてご答弁ください。また、

令和４年度の純利益は６，３４３万円でご

ざいます。令和４年度の内部留保資金の累

計額について、幾らだったのかご答弁いた

だきたい。 

 次に、９番目、中期整備計画です。 

 水道事業の安定的な継承にとって、計画

性のある整備が必要であることは、もう言

うまでもないわけです。先日、令和１０年

までの中期整備計画をいただきました。そ

の中に、なかなか金額が入っていないです。

金額を入れた概算でもいいので、ぜひとも

今後、委員全員に配っていただきたいとお

願いしておきます。 

 その上で、整備について、上下水道ビジ

ョンにあるように、法定年数ではなく、重

要度・優先度などを考慮して実施されてい

くことが伺えます。これは今までの議論も

ありました。令和４年度の整備について、

算定基準をどのようにされたのか、少し砕

いて、私でも分かるようにご説明いただき

たい。 

 １０番目、大阪府広域水道企業団につい

て、大阪府広域水道企業団は、大阪市との

合併はうまくいかなかったわけです。大阪

市を除いて、令和１４年度で府域一水道を

目指して進められています。いわゆる各市

町村の水道事業を大阪府広域事業団に編

入していくことになります。 

 当然、本市もその一員となっております。

令和４年度での府下の進捗状況、この広域

企業団に編入している状況と本市につい

ての検討はどうなったのか。また、統合に

ついて、いつぐらいを時期として考えてお

られるのか、お願いいたします。 

 １１番、水害に対するＢＣＰです。 

 地震に対するＢＣＰは恐らくつくられ

ていると思うんです。淀川、また安威川に

よる浸水水害が発生した場合のＢＣＰ作

成について、令和４年度での検討はどうだ

ったのかご答弁ください。 

 次、１２番、建物物件収益です。 

決算書８８ページ、款１下水道業務収益、

項２営業外収益、目３建物物件収益で、１，

５１５万９，７６２円の中身について説明

をお願いします。 

 １３番目、ガランド水路親水施設管理事

業です。先ほど弘委員からも質問がありま

した。 

 看板について二、三年前に市民から、ひ

どい、見られへんと随分怒られまして、担

当課にお願いして、今年、替えていただき

ました。ありがとうございます。 

 その中で、ちょうどその水源のところ、

水みらいセンターから水が送られてきて、

吹き出しているところが、阪急電車の連続

立体交差で移設しないといけないと思い

ます。 

 令和４年度、どういう交渉、計画をされ

たのかについて、まず１回目です。 

 次、１４番目、決算書８５ページ、雨水

処理負担金です。 

雨水処理負担金等の使途について、一般

会計から繰り入れている分です。まず、収

益的収入において、営業収益の雨水処理負

担金、営業外収益の一般会計負担金、それ

から、資金的収入で他会計負担金の一般会

計負担金、他会計補助金の一般会計補助金

と種類がこれだけあります。それぞれどう

いう目的で、どういう名目で一般会計から

繰り入れているか、ご説明をお願いします。 

 １５番目、下水道料金です。 

 上下水道ビジョンに現行水道料金の在

り方を検討するとあります。経費回収率１
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００％を目指すことを大前提にされてい

ます。令和４年では１００％ではありませ

ん、大分下回っており、令和４年度の結果

を受けると、どのようになるのかについて、

まず１回目です。 

 １６番目、水洗化率です。 

 これも先ほど質問がありました。令和４

年度は９６．２７％、水洗化率で、前年度

より０．０６％上昇しています。これ件数

で言うとどれぐらいか、残り何件ぐらい残

っているのか、ご答弁をお願いします。 

 １７番目、企業債です。 

 企業債については、令和４年度で残額が

元金で２１５億４，０１７万８，９７３円

です。随分お返しになったなということで、

高く評価をします。 

 下水道は、森川市長時代に急ピッチで進

め、その後にバブルが崩壊して、返済が大

変厳しくなり、多額の借金を背負いながら

も、まだ整備を進めてきたということを覚

えています。 

 令和４年度は前年度よりも返済額、元利

ともに大きく減少しています。一方で、資

本平準化債は、平成２７年度から発行が始

まりました。 

 この資本平準化債は、３０年の対応年数

が１０年延び、４０年になり、この１０年

間分をまた借りるという話だと思うんで

す。全部で令和４年度１９件、資本平準化

債を発行されています。まず、この資本平

準化債の考え方についてご答弁いただき

たい。 

 次に、１８番、内水浸水対策です。 

 以前に内水浸水想定図が作成されてい

ます。これは最大日雨量が１１６ミリ、最

大１時間雨量が１１０ミリで作成されて

います。 

 １０年以上前になると思います。実際に、

お盆の間に大雨が降って、浸水しました。

想定図のように浸水をしました。床上浸水

もあり、床下浸水もたくさんあったわけで

す。そういうことを受けて、この浸水対策

が始まったと私は思っています。その図に

基づいて行きますと、まず、東別府地区の

雨水幹線がすごく浸かったんで、水道施設

課で進められてきたと思っています。 

 また、安威川以北で浸水のひどかった正

雀４丁目の安威川公民館周辺、ここは結構

浸かりました。理由を聞きますと、味舌ポ

ンプ場のごみを取る柵にごみがいっぱい

たまって、水がたまったということです。

ごみをとにかくふだんから清掃しとかな

あかんということと、味舌ポンプ場の配水

ポンプは更新をされて、大きなものに更新

されました。もう一方で浸かったのは、鶴

野周辺です。鶴野の２丁目、３丁目が結構

浸かりました。 

 ここはもともと低い地域で、下水も完備

されているんです。下水管が、枝管から本

管に逆流してきたことで、便所から水が噴

き上がったということも聞きました。これ

はなかなか対策が進められていないと私

は思っているんです。以前には青少年グラ

ウンドに水が蓄えられるようにやります

という議論がありました。覚えてらっしゃ

いますか。 

 いっとき、１０センチ、１５センチ、水

がたまるようにやりますよということが

あったんです。その後、大改修をされたん

です。そのときには、浸水対策のことは、

何も触れられていなかったです。本当だっ

たら、あのとき、地下に一時的に水がため

られるタンクを設置することもできまし

た。その視点は一切なく、改修が終わって

しまい、非常に残念やと思っているんです。

いろいろ言いましたけど、令和４年度、ど
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んな取組をされたのか、１回聞いておきま

す。 

 最後、１９番目、下水道総合地震対策計

画です。令和４年度で策定をされたと思う

んですけど、随分、ばたばたばたとつくら

れた感じがするんです。先ほども質問であ

りました。ちゃんと精査されてない、小学

校、まだ鳥飼が終わる前に設置をする計画

です。これ、どうも国のいろんな動きの中

で補助金をもらうためにつくられたよう

な感覚を持っているんです。つくられた経

緯について、ご答弁お願いします。 

 １回目、以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めていきま

す。 

 辻課長。 

○辻経営企画課長 それでは、質問一つ目

の、土地物件収益のことについてご答弁申

し上げます。 

 土地使用料と施設使用料がございます。 

 まず、土地使用料から申し上げます。 

 土地使用料につきましては、委員がおっ

しゃいますように、中央送水所の用地の貸

借料が３２１万９，３００円です。これは、

委員がおっしゃいますように、消防が土地

借り上げ料としてお支払いいただいてる

分でございます。 

 それから、そのほかにつきましては、太

中浄水場の用地をお貸ししているという

ことと、あと、鳥飼送水所用地の分です。

あとは旧鳥飼送水所で、これは全て高齢介

護課に、ゲートボール場としてお貸しして

いる分の土地借り上げ料になります。 

 それから、施設の使用料といたしまして

は、こちらも同様に、太中浄水場敷地内の

ゲートボール場、そして、鳥飼送水所敷地

内のゲートボール場の施設使用料になり

ます。 

 土地の評価額の話が漏れておりました。 

 こちらにつきましては、最新の路線価に

敷地の面積を掛けて算出しておりますが、

最新の路線価が１平方メートル当たり１

２万円、それから、敷地の面積が８９４．

２５平方メートルになっております。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、藤浦委員

の２点目のご質問で、太中浄水場の運転監

視等業務委託の内容についてでございま

す。 

 太中浄水場では、市内３送水所のほか、

８か所の水質モニターの運転の監視を行

っております。 

 これらの業務につきまして、２４時間、

運転監視をしておりますが、この業務につ

いて委託をしているものでございます。 

 そのほかに、水質モニター弁室脱水機

等々、浄水施設の点検・清掃等もこの業務

でやっていただいております。 

○村上英明委員長 では、辻課長。 

○辻経営企画課長 特殊勤務手当につき

ましては、私から答弁させていただきます。 

 １７２ページの人件費事業の特殊勤務

手当の３４万５，０００円の内容について

でございます。 

 こちらにつきましては、業務費というこ

とでございますので、料金課が料金徴収業

務に従事した際に、日額２５０円を支給す

るための特殊勤務手当でございます。 

○村上英明委員長 樫本次長。 

○樫本上下水道部次長 では、４つ目の質

問で、検針事業につきまして、漏水が検針

時に分かった場合、どのような対応をして

るかというご質問にお答えさせていただ

きます。 

 検針のときに、通常の使用量は、各家庭、

事業所ごとに大体決まっておりまして、そ
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れよりもある一定の水量が増えますと、や

はり漏水の可能性があるということで、一

旦、ポスティングをします。一度確かめて

ください、生活の変化があれば構わないん

ですけれども、ない場合は、水道に電話し

てくださいというような内容のチラシを

ポスティングさせていただいております。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 ５点目の質問の、鉛

管の取替えについてです。 

 鉛管対策について、令和４年度の時点で

の状況についてでございます。 

 平成１６年度から平成２９年度にかけ

て、鉛管対策事業を実施してまいりました。 

 この時点での鉛管の残存率につきまし

ては、上下水道ビジョンにも記載のとおり

２．９８％ということでございます。 

 これにつきましては、敷地内の作業が発

生する中で、敷地の所有者に同意が得られ

ず、一部残存しているものでございまして、

まとまった整備は困難な状況になってお

ります。 

 この残存する鉛管の対応につきまして

は、主に漏水等発生した際に、給水管の修

繕に併せて、本市職員が修繕を行っており

ます。 

 また、開発行為、建築行為の中で、指導

させていただいて、鉛管の撤去をしていた

だいたところでございます。 

 令和４年度は、事務報告書２７８ページ

にも記載しておりますが、職員の修繕によ

るものが２２件ございます。 

 このほか、開発建築行為等によるものが

４件、確認しております。計２６件、令和

４年度に鉛管の対応をしております。 

 続きまして、太中浄水場の責任水量につ

いてでございます。 

 これにつきましては、令和４年度の責任

水量は７１０万立方メートルということ

で、前年度から５万立方メートル増加して

いるところでございます。 

 この責任水量に対して、実績といたしま

してはクリアしておるわけでございます

けれども、これにつきましては、自己水量

減少に伴って受水量が増えているという

ことが要因になっております。 

 続きまして、濁り水の対策について、令

和４年度の状況、それと、濁り水が発生す

るメカニズムということでございますが、

令和２年度、主にありましたのが、落雷に

よる停電が令和４年、ございまして、それ

による瞬間的な停電によって、一時的に浄

水場における送水が、いっときですけれど

も、停止した。 

 また、これにつきましては、非常電源等

を運転しまして、運転を再開するわけです

けども、その再開の際に濁り水が発生した

というふうな事例がございます。 

 あと、工事に伴う、水道管敷設に伴って、

バルブ操作、その施工箇所の配水を止めま

すので、それに当たって、バルブの操作に

よって、水の流れが変わり、濁水が発生し

たというふうな事例もございます。 

 濁水の発生のメカニズムということで

すけれども、管内に付着しますさび等が、

管内を流れる水の流速の変化に伴って、あ

るいは流れの向きの変化に伴って、そうい

ったものが流れてしまうというふうなこ

とになっております。 

 こういった形も同じように、できるだけ

慎重に、水栓のバルブの操作をしていきた

いと思います。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 それでは、８番目の水

道料金に関するお問いにお答えいたしま

す。 
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 まず、給水原価のお話でございます。 

 こちらのほうは、令和４年度に給水原価

が１９２．９３円となります。令和２年度、

令和３年に比べて、徐々に上がってきてい

るというお話であったかと思います。 

 まず、令和２年度に比べて、随分上がっ

ているというのは、この理由は何かという

ことなんですけれども、令和２年度につき

ましては、コロナ禍の対策といたしまして、

基本料金の５０％の減額を４か月行いま

した。その影響で、給水原価、供給単価と

ともに一時ダウンしております。 

 なお、令和３年度に比べても、高くなっ

ておりますけども、この令和４年度の１９

２．９３円といいますのは、先ほどから申

し上げております動力費の増、あと、水道

料金の還付等々が影響をいたしておりま

す。この傾向については、全国的にも、や

はり悪化しているようでございます。 

 あと、令和４年度の内部留保資金累計に

ついてのご質問でございます。 

 こちらは、約２２億円となっております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、８点目の

ご質問の中で、不明水の対策についてのご

質問にお答えいたします。 

 この不明水の内容につきましては、主に

管路の漏水ということになります。 

 これにつきましては、管路整備事業の中

で、引き続き、老朽管の整備・更新を行っ

ているところですけども、また、日常にお

きましては、早期に漏水箇所の修繕を行っ

ていくということで対応しております。 

 また、この漏水箇所の特定に当たりまし

ては、管路の調査委託、管路の流れ、音を

拾う形で管路の漏水調査を業者委託によ

り実施しておりまして、令和４年度は８か

所の箇所を特定して、修繕を行っておりま

す。 

 また、このほかに、職員でもって、同様

に音を測る機械、あるいは実際に耳で音聴

しながら、漏水箇所の特定に努めていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 続いて、９番目の中

期整備計画についてでございますけれど

も、これにつきましては、昨日も少しご答

弁させていただきましたけども、管路の整

備事業の中で、年間約６億でもって、この

基幹管路の耐震化と併せて、老朽管、経年

管の更新を行っているところでございま

す。 

 この経年管の更新の実施箇所につきま

しては、基本的に、我々、持っております

敷設年度と、あと、現場の状況、例えば、

幹線道路の下に入っているとか、そういっ

た現場の状況、あるいは管路自体の重要度

によって、また、これまでの維持修繕記録

も参考にしながら、更新箇所の決定をして

いるところでございます。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 １０番目の、大阪府広

域水道企業団についてのご質問にご答弁

いたします。 

 まず、進捗状況でございます。 

 こちらにつきましては、事業統合につき

ましては、各市町村によりまして、水道施

設や水道料金の水準、そして、自己水源の

ある・なし等々で、それぞれ事業体で事情

が異なりますことから、一度に府域一水道

を目指すのではなくて、協議の整った市町

村から順次統合を行っているというよう

な状況でございます。 

 これまでに、平成２９年４月につきまし
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ては３事業体、平成３１年４月には７事業

体、令和３年４月に４事業体、計１４事業

体が経営統合されております。 

 こちらにつきましては、大阪府の北部ま

たは南部の町村を中心に、事業統合が進ん

でいるような状況でございます。 

 こちらにつきましては、現在、本市も検

討は行っておりますけども、何分、近隣他

市の状況等々を勘案しながら、現在もその

状況について検討を行っておるところで

ございますけれども、まだ現時点では、具

体的な統合のスケジュールというのは定

まっておりません。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５１分 休憩） 

（午後１２時５８分 再開） 

○村上英明委員長 再開いたします。 

 １１番目のＢＣＰの件からご答弁をお

願いいたします。 

 辻課長。 

○辻経営企画課長 それでは１１番目、水

害に対するＢＣＰに係るお問いにご答弁

申し上げます。 

 上下水道部におきましては、摂津市水道

事業危機管理計画というものを現在持っ

ております。ただ、本年の４月以降、包括

委託が始まりましたことにより、業者に新

たに業務委託しておることでございます

とか、災害時の支援の協定を締結させてい

ただいたこと、そして料金課の職員体制が

大きくさま変わりしていること等々の修

正を本年度、加えていく予定をしておると

ころでございます。 

 続きまして１２番、下水の建物物件収益

１，５１５万９，７６２円についてのご質

問にお答えいたします。 

 こちらにつきましては、この庁舎が平成

５年に建て替わったと思うんですけれど

も、そのときに下水道事業が４階のフロア

の廊下より奥のほうですが、費用負担した

市役所新館４階フロアにおきまして、現在、

一般部局が当該フロアを使っておられる

ことによります使用料を頂戴しておりま

す。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 ガランドの

水源につきましてお答えさせていただき

ます。 

 令和４年度につきましては、ガランドの

水源に関わる委託は出しておりませんで

して、連続立体交差推進課とガランドの水

源について協議する場がありましたので、

その場では現状の機能を維持するように

という形で協議をしておるところであり

ます。 

 また、連続立体交差推進課で、今年度か

らそのガランド水路の水源に関わる委託

を進めておるというところで、委託の成果

が出ましたら改めてまた水源についても

機能復旧という形で協議を進めてまいり

たいと考えております。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 １４番目の雨水処理

負担金等についてのご質問にお答えいた

します。 

 まず、営業収益といたしまして雨水処理

負担金、こちらは雨水と汚水に係る分がご

ざいますけれども、雨水は基本的に一般会

計の負担、汚水は下水道事業会計に係る負

担という基本があることをまず前提とし

てお知りおきいただければと思います。 

 それで雨水処理負担金につきましては、

雨水維持管理費等、雨水の減価償却費、そ

れから雨水に係る企業債の利息、こちらを

雨水処理負担金として一般会計より頂戴

しております。 
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 それと営業外収益で一般会計負担金が

ございますけれども、こちらは国基準にお

きまして一般会計で負担すると定められ

ています。例えば水質規制に係る費用でご

ざいますとか、水洗便所の普及促進費、あ

と高度処理維持管理費等々、あと児童手当

の損益勘定職員分等々の負担もございま

すけれども、こちらは国基準でいただくこ

とになっている分でございます。 

 それから資本的収入で一般会計負担金

がございます。こちらにつきましても、雨

水整備費に係る企業債の償還金が一般会

計で負担していただくことになっており

ますことから、そちらが主なものとなって

おります。 

 あと一般会計の補助金でございます。こ

ちらが基準外の繰入れという形になって

おるところでございます。こちらは本来、

下水道事業会計で負担するべき汚水に係

る償還金です。そちらのほうを一般会計か

ら頂戴しておるところでございます。 

 続きまして１５番、下水道料金について

のお問いでございます。 

 経費回収率の１００％を目指すという

形で書かせていただいておりました。下水

道事業会計の経費回収率につきましては、

公営企業会計に移行した当初は、平成２９

年になりますけれども９４％台でござい

ました。その後、企業債の償還が進むにつ

れまして、令和２年以降は１００％を超え

ておりまして、令和４年では１０４．５

２％というところまで経費回収率は上が

っております。 

 それで下水道料金の在り方そのものに

つきましては、この経費回収率が改善され

ているということもありますけれども、 

上下水道ビジョンと経営戦略を令和６年

度に見直す予定をしておりますので、水道

料金と併せまして、この下水道使用料につ

きましても、その見直し結果を踏まえて今

後対応させていただくことになろうかと

存じます。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 水洗化率の

昨年からの伸びで０．０６％伸びておる件

数についての質問にお答えさせていただ

きます。 

 昨年度、水洗便所に改造した件数につき

ましては３９件となっております。残りの

件数になりますが、件数は現在把握してお

りませんでして、人口を把握しております。

浄化槽の人口としましては３，５０５人に

なっております。 

 ちなみに、くみ取りの方が２８４人で、

合計３，７８９人の方がまだ下水道に接続

されていないということで把握しており

ます。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 １７番目の企業債に

関するお問いにお答えいたします。 

 資本費平準化債の内容ですけれども、公

共下水道施設（管渠）の耐用年数は５０年

となっております。それに対し、機械、施

設の建設工事に係る起債の償還年数は３

０年で、これは平成２７年度から４０年と

なっております。耐用年数５０年に基づく

減価償却費と、毎年度の起債償還額に差異

が生じます。どうしても起債償還額のほう

が減価償却よりも短いので、そちらのほう

が高くなってしまうと、逆転するというこ

とで、その差額分について、年数の差であ

ります２０年間を償還年数の上限といた

しまして、起債の発行が認められておると

ころでございます。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 内水浸水対
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策について、１０年ほど前に鶴野地域と正

雀４丁目のほうが浸水被害があったこと

について、令和４年度の取組についてお答

えさせていただきます。 

 令和４年度で実際に事業をしたことは

ございませんが、浸水被害があってから以

降に水路のかさ上げ、道路側溝のかさ上げ

等を実施しております。また警報、台風等

の予報で大雨が降るということが事前に

分かっておるときには、建設部と協力しま

して正雀４丁目、鶴野地域に関して道路側

溝等の清掃活動を実施しております。 

 下水道事業課でストックマネジメント

計画にのっとりまして、管渠調査を実施し

ておりまして、その調査を実施する際に管

渠の中の清掃をさせていただいておりま

す。 

 去年、鶴野地域におきましては１か所の

路線、最終に流域と接続する点の路線の管

路の清掃をさせていただいております。 

 続きまして、下水道地震対策について、

つくられた経緯についてご説明させてい

ただきます。 

 下水道は市民生活においても大変重要

なライフラインという形で認識しており

ます。地震等が起きた場合、災害時におい

て使用ができなくなると、非常に避難生活

等に与える影響等が大きくなりますので、

現状の本市における下水道施設の耐震化

があまり進んでいないということもあり

ましたので、行く行くは地震対策の計画を

作成しようと考えておりました。そのとき

に国の補助金が昨年度で終わるという情

報がありましたので、それに合わせて昨年

度に地震計画を策定したということもあ

りまして、その計画を持って下水道施設の

耐震化を進めてまいろうとなりました。 

 以上が経緯になります。 

○村上英明委員長 樫本次長。 

○樫本上下水道部次長 今１８番目の質

問の中で青少年グラウンドの整備の件が

抜けておりました。鶴野地区に浸水被害が

起きた後に、当時、青少年グラウンド側か

ら、雨水が大分出てきたというお声もあり

ました。青少年グラウンドの出入口に支障

のない程度の高さまで、高さをそろえるよ

うなブロックのかさ上げを行いまして、流

水の抑制を浸水の被害以降にやらせても

らったことでございます。 

○村上英明委員長 先ほど藤浦委員から

整備計画に対して、金額を入れた資料を作

っていただきたいということがございま

した。この表については委員長からも要請

をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ご答弁ありがとうござ

いました。 

 ２回目です。まず１番目の水道の土地物

件収用に関してです。特に消防庁舎、これ

が８９４．２５平方メートルで、路線価が

１２万円です。単純に掛けると１億７３１

万円になるわけです。これは前々からよく

この委員会の中でも、整理すべきだと議論

されてきたと思うんです。後で申し上げま

すけれど、例えば今は物価高で、電気代が

高い、なかなかそのことに対しての補助金

は無理だとしても、こういうものを整理す

る。本体で買い取っていくことにおいて、

補助金ではなく正規のルートできちんと

整理することで、少しでも水道料金の値上

げに抑制をかけることにつながっていく

と思うんです。 

 こういうときだからこそ、一回整理をし

て、一般会計で買い取ってもらうことも検

討すべきと思いますので、要望としておき
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ます。 

 次に、太中浄水場の技術継承について先

ほどありました。一番肝の部分、水道の管

理、太中浄水場へ行きますと市内全域のポ

ンプ場とか井戸などを管理されています。

そういう一番要の部分を委託されてしま

っているので、職員の技術を継承していく

のは非常に困難になると前々から言われ

ていたわけです。この技術継承については

どのように考えておられるのかお聞きし

ます。 

 ３番目は特殊勤務手当です。１７２ペー

ジ、料金徴収について特殊勤務手当がつい

ています。特殊勤務手当は全体的には極力

なくしていこうと随分取り組んできた経

緯があります。 

 今までも、例えば水道の皆さんには、緊

急出動があり、何か管が割れたりすると緊

急出動がかかる。常にそういう緊張をして

おかないとあかんので、その緊張に対する

手当であったと思うんです。ほかの課にも

特殊勤務手当が残っているところがあり

ます。上下水道部に関係する特殊勤務手当

は、ほかにどんなものが残っているのかご

答弁いただきたい。 

 ４番目、検針事業についてでございます。

前回よりも水道メーターがすごく回って

いるとき、もしくは不在で誰もいてないと

きにメーターが回っていると漏水のおそ

れがあるので、メモを入れはるんです。メ

モで水道局に電話をくださいといって電

話される方もいてはるかも分かりません。

私の知っている一人暮らしのおばあちゃ

んから電話をもらいました。水道メーター

で漏水していると言われ、えらいことだと

いうことで電話をもらって、それで行った

んです。一番小さいメーターがちょろちょ

ろと回っているんです。ちょっとだけ回っ

ており、それで漏水と違うかとあまりにも

心配されるので水道屋さんを呼んで調べ

てもらったんです。結局は分からなかった

んです。恐らく地中とか見えないところで

漏水しているんじゃないですかというこ

とでした。それでちょっと回るぐらいやっ

たら、ポタポタと水が落ちても回るんです。

それを実演してくれはったんです。これぐ

らいでこれだけ回るんだと、水道業者の人

から言ってもらって、その人も納得してい

ました。 

 最近はポストに水漏れがあったらすぐ

に電話をくださいみたいなマグネットシ

ールが放り込んであるんです。何社も放り

込んであって、それを冷蔵庫に貼っておい

て、何かあったら電話をくださいというこ

とになっているんです。そういうところに

電話をすると、結構遠方から出張してこら

れるので出張料を高く取られるとか、余分

にいろんなものを直されるとかで、結構そ

ういう高額のトラブルに巻き込まれるケ

ースもあるんです。 

 だからなかなか普通の人は、水道屋に知

り合いがいません。そういう部分を担当課

でどれぐらい把握されているか、お聞きし

ます。 

 ５番目、鉛管取替計画です。これも平成

２９年までで随分と取替えをしました。後

は毎年戸別で令和４年２２件と、開発に４

件で、２６件の取替えが行われました。

粛々と進んでいくことになると思います。 

 それまでは集団で、この列は全部が鉛管

とかになったら、もう水道管ごと取り替え、

要は工事をしてはりました。メーターも全

部取り替えるということもやってはった

と記憶しているんです。もうそういうのは

終わって、これからは戸別で掘っていくと

いうことで理解します。これからも引継ぎ
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がゼロになるように取り組んでいただく

ようにお願いしておきます。 

 鉛管、今は室内でも残っているところは

もうほとんどないかも分かりません。戦前

に造られた建物の場合は残っているとこ

ろがあります。そういうのもどんどん建て

替えてなくなっているわけです。気になる

のは学校です。古い学校などでは鉛管が使

われているのではないかと思うんです。根

っから鉛管の取替工事をやっているのは

見たことがないです。これは全然所管が違

いますけど、同じ文教上下水道常任委員会

だから、学校は大丈夫なのか、ここにはい

らっしゃらないと思いますが、担当課で調

査していただいて、ぜひ委員長に報告して

いただきたい。また、委員長から言ってい

ただきたい。お願いします。以上で終わっ

ておきます。 

 ６番目、太中浄水場の能力についてです。

先ほど責任水量７１０万と言われました。

令和４年度でいいますと、この企業団水は

７６８万なので、もう７１０万を超えてい

ます。責任水量を超えるとその分の費用負

担が発生するので、あと５０万、５８万は

別途お金を払ったことになると思います。

この自己水は、要するに能力が落ちてきて

こういうことになっていると思うんです。 

 この自己水は、ある程度、７割、３割と

いう目標があって、今までそうやってきた

わけです。それを維持するための方法とし

て、井戸を洗浄するんです。ケーシングと

いうやり方です。これは内側にもう一回り

小さいのでずぼっとやります。そしたら井

戸はいっぱい穴が開いていますから、そこ

から何か不純なものが詰まっているよう

なことになっているようで、ずぼっととや

るとまた出るようになるそうです。 

 それから増強という方法がありますが、

私は分からないんです。ケーシングのやり

方と増強、それぞれどんな作業なのか、教

えてください。 

 それと水量との関係です。増強すると税

がどうなるのか、それから今後は具体的に

この増強なりをする計画があるのか。増強

は一回もやったことがないポンプが１つ

ありました。それも併せて教えていただき

たい。 

 それから濁り水です。令和４年度では１

回だけ停電が出てしまいましたというこ

とです。なかなかパーフェクトで対応する

のは難しいと思います。こういうのも恐ら

く、さきに委託したというのがあり、委託

した業者で実際にはやられているんだろ

うと思うんです。職員が直接手を下すこと

はほとんどなくなってきているというこ

とです。そういう意味でも技術の継承はな

かなか難しいと思うわけです。 

 以前、６年ぐらい前です。休日でしたけ

れども午後３時頃に、雷も何もないのに突

然晴れた日に停電したんです。今聞いたら

何かカラスがまたいで止まったら停電す

るということらしいです。それが太中浄水

場周辺の停電になり、私はたまたま近くに

いたので気になって、太中浄水場のインタ

ーホンを鳴らし、非常電源を出したか、足

りたかと言ったりしたんです。恐らく５分

ぐらい遅れたので、すぐに起動ができない。

雷だったら、ゴロゴロと鳴り出したらエン

ジンを回しておくらしいです。そういうの

ですぐに切り替えられるようにする。 

何もないのに突然に停電になると、当然

すぐには切り替えられないことがあって、

時間帯が悪かったら濁り水です。濁り水が

出ると苦情が来るわけです。ところが午後

３時頃で水がほとんど使われていなかっ

たこともあって苦情がなかったんです。だ
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から不幸中の幸いで、このときはよかった

わけです。そういうこともあると一つの大

きな教訓ではあると思うんです。とにかく

濁り水が出ますと、物すごい市民に対して

信頼失墜をするんです。 

 この水を見たら、もう真っ赤な水が出て

くるのでびびってしまいます。何が入っと

るんだということになります。 

 また受水槽などに入ると受水槽の洗浄

費用などを市が持たないとあかんとか、非

常に負担も大きくなるので、できるだけ濁

り水が出ないように、これからも不断の努

力で、よろしくお願いします。これは要望

としておきます。 

 次に水道料金です。今は内部留保が２２

億円でございました。それで漏水対策も２

８キロメートルを調査して、８か所を修繕

されました。いろいろ努力をなさっていた

だいていることもあるけれども、物価高で

動力費が高くなっている。それから節水で

水の利用が減っている等で、厳しい状況に

あるのは重々承知をしています。 

 その上で、修繕費なども平準化をするこ

とで、極力水単価を下げる努力もしてもら

っている。主要管路がうまいことばらつく

ように入れてあるわけです。これも割れた

らあかんので、割れる前に取り替えないと

いけない。できるだけ長く平準化すること

になると思います。今年、千里丘３丁目の

辺りを工事されています。去年そこが割れ

ました。Φ１５０ミリメートルのものが結

構水浸しました。担当者の方も、今年に修

繕する予定だったのにと思われたと思い

ます。そういう駆け引きをやりながら、そ

れこそ中期計画をつくっていただいてい

ると思うんです。これからも計画どおりに

やっていただきたい。その中で令和４年度

は水道料金が、隣の吹田市よりも下がりま

した。 

 いつも高いとばかり言われ、水道代が安

くなるというたら夢のような話です。頑張

った甲斐が皆さんにはあるんです。ここは

頑張られたことで評価しておきます。 

 これは本当に我慢して、我慢して我慢し

て、我慢できないところが上げていくから、

どんどん他市よりも下がっていくことに

なると思うんです。ただ吹田市は下水道料

金が安いから、合計するとあまり変わらな

いです。ただアピールはできると思うんで

す。水道は摂津市のほうが安いですと言え

るようになったなと思うんです。そういう

意味でとにかく下げろとは言いませんけ

ど、上げんとってほしいんです。 

 前の水道ビジョンでは令和４年か令和

５年に上げるというようになって、それで

７年延びたという話がありました。それを

７年と言わずにもっと頑張って、内部留保、

こういうのもできるだけ利用しながら、整

理できるところは一般会計で買い取りな

がら、とにかく頑張ってほしいです。 

 今の時点で料金改定についてどんな考

え方を持っておられるのか、見通しも含め

て教えてください。 

 次に中期整備計画、９番目でございます。 

 管路の割れる前に取り替えないとあか

んけれども、そのぎりぎりまで頑張っても

らうのが一番いいわけです。なかなかそれ

は難しいでしょう。 

 だけどいろんなところで割れたのを教

訓に、例えば交通量の多いところだから、

そろそろだとか、ここは土壌が悪いから、

早めに変えないとあかんとか、いろんなこ

とを考慮しながら計画されていっている

と思うので、これからもしっかり頑張って

ください、お願いします。要望としておき

ます。 
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 １０番目、大阪府水道企業団です。 

 先ほど、だんだん編入していく市が増え

てきましたよということです。 

 統合しても、摂津市の水道事業はこれま

でどおり、企業団という名前にはなるけれ

ども、水道料金も変わるわけではなく、施

設で何か企業団から補助してもらえるわ

けでもなく、摂津支店のように独立採算制

のような形で残っていくと私は認識して

いるんです。そうなると財政的にメリット

があるわけではなし水道料金も変わらな

い、どんなメリットがあるんだと思うわけ

です。これを一遍答弁してください。 

 また昨年から摂津市の領域を企業団が

いろいろと工事しています。市役所の前も

工事しています。 

 この間は、庭窪浄水場から万博浄水場ま

でバイパス管を設置していました。もうこ

れは終わったと思います。また工事をして

います。何の工事をしているのか分かれば

２回目で教えていただきたい 

 １１番目、水害に対するＢＣＰです。 

 今検討中で、なかなか難しい、地震と違

って水害は非常に難しいと僕も思ってい

ます。こんなＢＣＰができるのかとも思っ

ているわけです。実際のところは二、三週

間水没するということになっています。そ

うすると鳥飼にある変電設備、変電所は水

につかりますから、恐らく１か月ぐらい電

気は復旧しないです。 

 そうすると鳥飼や中央送水所のポンプ、

電気系統が動かない。それでポンプも電気

系統も水につかってしまう、非常電源装置

も水につかってしまい、本当に動かすこと

が難しくなります。 

 一方、風圧にすると配管が全部浸食され

るんです。あれは圧力をかけているから異

物が混入しない、漏水があっても外へ出る

けど、今度風圧になると外から汚染された

水が中に入ってくるわけです。そうすると

水道管の中を全部洗浄しないとあかんと

いうようなことになって、結局ライフライ

ンがまた遅れることになるので、何とか圧

力をかけておかないとあかんということ

になります。そういうことも計画をしてい

かないとあかんと思うんです。 

 千里丘の送水所は水にはつかりません

ので、ここは生きています。それから太中

浄水場は際どいところです。５０センチか

ら１メートルなので、いろんな機器類は大

丈夫かもしれませんけど井戸が駄目です。

井戸へこの濁流が入ると、井戸水が使えな

い。くみ上げができないです。そこも何か

ちゃんとできているのかどうかがあるわ

けです。 

 こういう一つ一つのことを計画を持っ

て、ここは対策をする、ここはできない、

ここで区切るとかをきちんと考えていか

ないといけないと思います。お考えを教え

てください。 

 次に、１２番、建物物件収益費です。 

昔、本庁の４階に下水道の方がいらっし

ゃいました。新庁舎を建てるときの費用負

担を下水道課から出され、そこには権利が

ある。それを今市役所に貸しているので、

賃料としてもらっている。１，５１５万円

というとまあまあの金額だと思います。い

つまでもこれを置いておくのではなくて、

整理して本体で、一般会計で買い取って、

下水に入れることもいずれはしないとあ

かんと思うんです。そういう整理について

どういう考え方を持っておられるのかお

答えください。 

 １３番目、ガランド水路の浸水関係です。

水源地の件はまだはっきり協議がなされ

ていないということです。実はこの水路に
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は魚がいるんです。魚がいていまして、そ

れでよく子魚取りをしています。 

 あと、東日本大震災のときに節電で水を

からしたことがありました。電気を節電す

るので、水を止めたら魚が死んだんです。

子供たちから魚がかわいそうだという声

を聞いています。今度は魚を殺さないよう

に何か考えてあげてほしいと思います。 

 もう一つ、水が出てくるところに小さな

巻き貝を発見しました。巻き貝がいるとい

うことは、ひょっとしたら蛍が生息できる

のと違うかと思うんです。 

 豊中市の下水は蛍の生息を随分前から

研究されています。下水の処理水を使って

蛍をふ化するということをイメージアッ

プも兼ねてやってはると思うんです。摂津

市には蛍博士がいてはるんです。 

 蛍博士ともよく連携しながら、一回そう

いう可能性を研究していただきたいので

お願いしておきます。２つとも要望です。 

 １４番、雨水処理負担金です。 

 雨水の関係は市で持たないとあかんと

いうことはよく分かります。 

 もう一つは、法定外繰入金です。いつも

問題になっています。また上下水道ビジョ

ンの中にも法定外繰入金を何とかなくそ

うという目標があると聞いています。昔は

職員の給料なども法定外で、水道もそうで

したけど、昔々は入れていました。それは

会計で賄うべきだと随分言われていまし

たけれども、今は水道も下水もそれぞれの

会計の中に、職員の給料も全部賄っている。 

 企業債の償還金が元利償還金ともに令

和３年度に比べると８億８，９００万円も

減っているんです。そんなので５億ぐらい

入れてはるから本来ならこれで基準外繰

入れは解消できるということも言えるわ

けです。それがやっぱりできていない。こ

れはなぜだろうと思うんです。 

 これは簡単にいうと企業償還金が８億

円も減ったのに、なぜ基準外繰入れを解消

できなかったと思うんです。これは担当課

でどう評価されているのか。 

 １５番目、下水道料金です。 

 基本的には下水道料金も上げないでい

ただきたい。今、令和６年度と言われまし

たけど、頑張って踏ん張っていただきたい。

ここが一番高いので、頑張って何とか他市

に近づけて、今北摂はみんな下ですから、

そういう意味では踏ん張りどころだと思

うので頑張っていただきたい。 

 ストックマネジメントを実践して、経営

基盤の強化と財政マネジメントの向上に

向けて対策を検討するとされています。こ

のストックマネジメントについて、もう少

し砕いて説明していただきたい。 

 １６番目の水洗化率です。 

 毎年粛々と進めていただいているとい

うことです。ゼロを目指してということに

はなると思います。 

 やはりだんだん古いところは建て替え

るときに改修されるのもある。残ってくる

場合には、それなりに理由があります。僕

が知っている８０代のおばあちゃんは、一

人暮らしで、私なんかいつ死ぬか分からへ

んねんから、もうつながらへんわと言う人

に、あきません、つないでくださいとは言

われないと思うんです。 

 そういう意味では血も涙もないような

ことではなく、ちょっと配慮しながら進め

ていただきたいのでお願いしておきます。 

 その中で、令和４年度でもいよいよ都市

計画区域以外の調整区域の地域にも水洗

化を進められています。既に令和４年度の

事業でも、ますの取付けとか予算化が出て

いるわけです。 
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 調整区域は、ご存じのように都市計画区

域とは違うので、都市計画税をもらってい

ないということです。都市計画区域は都市

計画税をもらっています。調整区域はもら

ってないので、どうするのかということに

ついての不公平感が残るわけです。 

 受益者負担金をどうするのかというこ

とになってくるわけです。具体的に不公平

感をなくすことをされながら、調整区域に

も今入れていっていただいていると思う

んです。この辺の状況について教えていた

だきたい。 

 １７番、企業債についてです。 

 平準化債について、今説明いただきまし

た。２０年分借りることができ、今まで１

９件を借りているわけです。償還期限が１

０年というのが結構あり、口数はどんどん

増えていくんです。 

 昔に比べますと利率の高いものは大分

なくなってきています。昔は８％とか高い

利率のが残っていました。だんだん減って

きて、令和５年でいうと一番高いのは４．

６５％、これが一番高いようです。 

 それで利率の高いものが令和７年ぐら

いまでにはどんどん終わっていくことに

なり、利率も利息もどんどん下がってくる

と思うんです。 

 それで平準化債の発行口数はどんどん

増えていっているんです。口数を増やすと

元金の返済額があまり減らないんです。減

り方が鈍くなる、口数が増えるから、簡単

です。多重債務で口数を増やしていくと減

りが少なくなります。これ以上、平準化債

を発行するのはあまりよくない。 

 今は１４３口の超多重債務です。令和４

年で６口終わっているんです。あと令和１

０年まで頑張ったら３７口が終わるんで

す。それで１００は切れませんけど、でも

新たにまた１個、２個と発行していきます。

これは発行額が当然返済よりも少なく抑

えていくことで、全体としては減らしてい

くことになると思うんです。この１０年が

頑張りどころなので、下水道料金も上げず

に頑張っていただきたい。それで平準化債

も発行せず、口数を減らすように頑張って

いく、歯を食いしばって頑張っていただき

たい。 

 私の考え方についてどう思われるか、ご

意見を聞かせてください。 

 １８番目、内水浸水対策です。 

 鶴野のところと千里丘４丁目、正雀４丁

目は結構赤い、黄色いこれになっています。

これの下で今浸水対策がなされていって

いると思っています。とにかく摂津市から

こういう内水浸水を起こさないように、最

大の努力をこれからもしていただきたい。

これもお願いして要望としておきます。 

 最後に下水道総合地震対策計画です。 

 これは、国の支援が終わるということが

あって、にわかに使いはったという感じが

すごく実感しました。これは、まだなかな

か中身が詰まっていない。しっかり精査を

しながら、こういう計画をつくっているこ

とが、補助金をもらうための条件だと思う

んです。これから中身を精査しながら、よ

り実効性を伴うように。これは補助率は何

ぼぐらいくれるんですか。例えばマンホー

ルトイレを造ったりする補助率を教えて

ください。 

 以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは２番目の

ご質問の太中浄水場の管理に係る技術継

承についてのお問いにお答えいたします。 

 太中浄水場は水道施設課の職員と、先ほ
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どの答弁でご説明いたしました、運転監視

を行う委託業者、これが協力して浄水場の

運営管理を行っております。 

 浄水場の運営管理には専門的、技術的な

知識も必要とされますので、この浄水場の

職員の中には電気に関する知識や技術を

有する職員も現在３名おります。 

 また、この中には昨年新たに採用した若

手職員も含まれておりまして、こういった

施設の管理につきまして技術継承という

のが重要であると考えております。 

 それで実際には、この浄水場の委託業者

と協力して、いろいろな取組を行っており

まして、１つは協議会を定期的に開きまし

て、その運営の方法についてお互いに議論

をさせていただいているところでござい

ます。 

 また停電時の非常電源の切替えを実際

にシミュレーションといいますか、演習を

実際に委託業者と職員と一緒にして、そう

いった停電時の対応についても確認をさ

せていただいているところでございます。 

 また職員自身の技術向上につきまして

も、外部の技術研修等にも参加させており

まして、また課内の知識、経験を豊富に持

っております職員を中心に、課内での研修

も実施しているところで、浄水場以外にも

課全体で知識の継承に取り組んでいると

ころでございます。 

 続きまして、特殊勤務手当の内容につい

てどのようなものが水道に関してあるか

というお問いでございます。 

 まず水道に関する特殊勤務手当といた

しましては、修繕作業等の従事手当、これ

が配水管、給水管等の修繕が発生したとき

に、その作業に従事した職員に対して支払

っている手当がございます。これは日額５

００円でございます。 

 そのほかに有害物質の取扱業務従事手

当というところで、これにつきましては水

質検査等で有害物質を扱う場合に、１回り

５００円の手当を支給しています。また特

別業務従事手当といたしまして、緊急出動

です。水道施設の事故等で緊急出動により

業務に従事した職員については１回３，０

００円、また水道工事等で夜間に切替え作

業等がございます。そういった夜間の業務

に従事した職員、これにつきましては１回

２，０００円の手当がございます。 

○村上英明委員長 樫本次長。 

○樫本上下水道部次長 では４つ目の検

針につきましてのお問いについて、お答え

させていただきます。 

 漏水になったときに給水設備を工事業

者に修繕に行っていただきまして、お金は

個人負担という形になります。検針時の苦

情についてのお問いということで理解し

てるんですけれども、苦情については、そ

れほど件数は多くございません。問合せと

いうのは結構あるんですけれども、苦情は

多くない印象を持っております。 

 その一つは大変申し訳ございませんが、

件数を把握するところまでは行ってない

状態であることをご理解願いたいと思っ

ております。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 太中浄水場の能力

低下につきまして、今後の計画についてお

答えいたします。 

 太中浄水場には６本の井戸がございま

すが、この増強工事はこれまでに６号井戸

を除き全て実施を確認しております。１号

井戸から５号の井戸については実施して

おりますが、６号井戸については施工スペ

ースの問題で実施しておりません。 

 それでこの増強工事につきましては、直
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近では平成２３年度に３号井戸で実施し

ております。これにつきましてはケーシン

グを引き抜いて、同じ場所に新しいケーシ

ングを入れるという工事になっておりま

して、ケーシングの工事を行った井戸につ

きましては、当初の新設時の水量よりは若

干落ちるものの、大きく取水能力を回復さ

せることができるというものです。 

 増強工事の内容でございますが、ケーシ

ングを引き抜いて同じ場所に新しいケー

シングを入れるという工事でございます。

これについては新設のときよりも若干能

力は落ちるものの、取水能力は大きく回復

できるというものでございます。 

 先ほど申し上げましたように、今は１号

井戸から５号井戸までこの増強工事を行

っておりまして、現在この増強工事の計画

はございません。当面はこの井戸の洗浄で

能力を維持していきたいと考えておりま

す。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 それでは、８番目の水

道料金に関するお問いにお答えいたしま

す。 

 水道料金改定の見通しのお話でござい

ます。上下水道ビジョン、水道の経営戦略

と下水道の経営戦略におきましては、令和

７年度まで今のところまだ持ちこたえる

ことができるというお話は、従来からさせ

てきていただいたところでございますけ

れども、この計画の策定時にはなかった要

素が、この五、六年で既に発生しておりま

す。 

 コロナ禍の影響も当初はございません

でしたし、世界状勢の緊張というものもご

ざいませんで、動力費の増なども全く見込

めておりません。 

 それで先ほど来から申し上げておりま

すけれども、来年度に上下水道ビジョンと

経営戦略の見直しをさせていただいた結

果を踏まえて、またご議論いただくことに

なろうかと思います。 

 それで料金改定をしていくことは本意

ではございませんけれども、我々公営企業

の担当者といたしましては経営責任等が

ございます。みすみす赤字を膨らませて経

営破綻することは許されませんので、その

辺りを総合的に勘案して、将来に持続性の

ある責任を持った経営を行っていく中で、

料金改定も一つの選択肢として排除する

わけにはいかないと考えておるところで

ございます。 

 それから１０番の企業団のメリットに

ついて申し上げます。それぞれメリットと

デメリット等々がございますけれども、ま

ず定量的なメリットといたしましては、統

合後の施設の最適配置と効果が考えられ

ると思います。 

 例えば配水池、送水所の廃止、あと集中

監視制御設備の集約等々が考えられるの

かと思っております。あと定性的なメリッ

トといたしましては、先ほど来から話がご

ざいます、技術継承問題の解消に向けた取

組が可能になるというメリットもござい

ます。 

 あとは非常時対応の充実です。相互に応

援し合える状況が構築しやすいというこ

とでありますとか、業務の効率化、人員シ

ステム等々があると言われております。そ

のような状況を踏まえまして、将来の水道

料金の値上げ抑制ができるというのが企

業団側のメリットの材料でございます。 

 それで先ほど企業団に入って料金も会

計も何も変わらないということをおっし

ゃっておりましたけれども、将来、１水道

になったときには、１つの料金体系で回し
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ていくというのが本来でございます。当面

は各市事業体で行っております会計処理

でありますとか料金体系は、当面の間、踏

襲することにはなっておりますけれども、

企業団に統合後、未来永劫、もともとの事

業体のスタンスを継続するということで

はございませんことを申し上げておきま

す。 

○村上英明委員長 樫本次長。 

○樫本上下水道部次長 続きまして、今の

１０番目の質問の中で、企業団で何の工事

をやっているかというお問いがございま

したので、それについてご説明させていた

だきます。 

 今ちょうど中央環状線のところで工事

をやっている分につきましては、今まで庭

窪浄水場から万博浄水施設のほうまでバ

イパス管の分から分岐しまして、中央処理

場のほうへ分離する管を新たに造らせて

いただいてるという形でございます。 

 そして十三高槻線のところで工事をや

っている分につきましては、これは吹田市

側のほうまで水道企業団のほうが管を延

ばす作業をしていると伺っております。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは１１番目

のご質問の浸水対策について、浄水場、ポ

ンプ場、送水所における浸水対策について

のお問いにお答えいたします。 

 上下水道ビジョンにおきましても、ハザ

ードマップを示しておりまして、千里丘送

水所、太中浄水場は比較的に浸水可能性が

低い状況となっておりますけれども、中央

及び鳥飼送水所ではある程度浸水が想定

されています。そういった中で現状の施設、

ポンプ施設等の浸水の対策といたしまし

て、ハザードマップの水位に基づいて、今

は浸水のおそれのある建物開口部を確認

し、そういった箇所から浸水を防ぐ方策に

ついて検討しております。 

 一例といたしまして、扉、シャッター等

を防水性のあるもの、防水シャッター、防

水扉のようなものに変更するとか、あと開

口部ですが、組立式の止水板を設置すると

いったものが、今は市場にもございますの

で、そういったところを調査しております。

これらの調査を含めまして、今後効果が見

込まれるものについては設置してまいり

たいと考えております。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 下水道事業の建物物

件収益に関する２回目のお問いにお答え

いたします。 

 毎年１，５１５万円が収益として上がっ

ているが、一般会計で買い取ってもらって

はどうだということでございます。 

 現在、こちらは買取りに向けた一般会計

との協議は行っておりませんが、今後いつ

までもこういう形でやるのがいいのかど

うかも含めまして、一般会計のほうとはそ

の扱い、現在のスタンスがいいのかどうか、

検討していきたいと考えております。 

 １４番の雨水処理負担金でございます。 

 元利償還金が８億８，９６８万円減少し

ているが、なぜ基準外繰出金がなくならな

いかということでございます。 

 企業債の中身を申しますと、基準外繰出

金の汚水に係る分だけではございません

で、雨水に係る部分もございますし、流域

の下水道に係る分もございます。 

 ですのでこの減った分が全て汚水処理

に係る部分であれば、おっしゃっています

ように基準外の繰出金は目に見えて減っ

てくるのかと思いますけれども、その内訳

の全てが汚水ではないことによりまして、

なかなか減ってこないということになっ
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ております。 

 ただ、委員がおっしゃいますように過去

に借りたパーセンテージの率の高い償還

が順次終わっていってることによりまし

て、非常に高い利息の償還分も減っており

ますし、順調に償還残が減っているという

のは事実でございます。このままで行きま

すと経営戦略の４４ページにございます

けれども、一般会計繰入金の推移というこ

とで、令和１０年度には２億２，０００万

円程度になると予想しておるところでご

ざいます。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 １５番目の

ストックマネジメント計画について説明

させていただきます。 

 まず、下水道施設につきましては耐用年

数が５０年となっておりますので、５０年

がたって全ての施設を改築更新、新しくし

ていくと仮定した場合に、どれぐらいの費

用が今後かかってくるかをシミュレーシ

ョンいたしまして、予算が急激にかからな

いように、予算を平準化し、その最適な平

準化した予算を決めていくというのが第

１段階になります。 

 続きまして、今ある下水道施設のリスク

マネジメントを行いまして、どの管路から

順番に更新していくか、点検していくかを

設定いたしまして管路の点検調査計画を

いたしまして、その結果に基づきました修

繕改築計画を立てていくのがストックマ

ネジメント計画となっております。 

 大体、通常であれば１０年間の細かい計

画を立てまして、５年ごとに見直しという

形を取っていく形で計画のほうは進めさ

せていただいております。 

 以上が説明となります。 

 続きまして、１６番目の調整区域の受益

者負担金についてのご質問にお答えいた

します。 

 通常の受益者負担金につきましては、事

業費の負担額の市費で担当した部分の５

分の１の額の面積を掛けたものになりま

すが、委員がおっしゃられているように調

整区域につきましては都市計画税のほう

がかかっておりませんので、都市計画税の

部分を追加しまして、事業費の負担金とプ

ラス都市計画税の相当分を足した分の受

益者負担金を設定させていただきまして、

受益を被ったというか、受益者から受益者

負担金を徴収しているものでございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 １７番目の企業債に

関するお問いでございます。 

 まず、資本費平準化債なんですけれども、

資本費平準化債につきましては、令和５年

度以降につきましては減価償却費は元金

償還金よりも大きくなりますので、資本費

平準化債の発行ができなくなります。 

 それでまず企業債の口数と申しますか

借入件数の考え方といたしましては、公共

下水道事業債といたしまして、汚水整備に

関しまして１件、雨水整備に関しまして１

件、それから流域下水道建設負担金に対し

て１件ということで、３件の事業債を発行

しております。 

 それで従来までは、それにプラス資本費

平準化債の発行をしておりましたが、今後、

資本費平準化債が発行できませんので、ほ

んのちょっと口数は減っていくという形

になります。 

 それで企業債の残高につきましても、現

在は企業債の発行額を元金償還金以内に

抑制しておりますので、残高は徐々に減少

していくという形になろうかと存じます。 
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○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 １９番目の

下水道地震対策計画の補助金の率につい

てお答えさせていただきます。 

 現在、交付金の補助率は２分の１になっ

ております。かかった事業費の２分の１な

ので、現在やっておりますマンホールトイ

レ設置工事と、これからやる予定なんです

が工事費、それに関わる委託設計費、それ

に関わるマンホールトイレの物品費が補

助対象になります。 

○村上英明委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 どうもありがとうござ

います。３回目です。まず２番目の太中浄

水場の技術継承につきまして、内容は分か

りました。何名かの職員が継承のために入

られているということです。もう一つは先

ほどの水道企業団との話じゃないですけ

れども、技術継承がだんだん難しいので統

合していっているという理由も一つあっ

たと思います。いずれは摂津市も企業団に

入っていくことになるのかも分かりませ

ん。恐らく北摂各市はなかなかそれに入ら

ない気がするんです。 

 最後に北摂が残る気がします。とにかく

これからもよくそういうことも考え、技術

継承も検討しながらやっていってくださ

い。これは要望です、お願いします。 

 それから特殊勤務手当についても詳細

を語っていただきました。妥当なものなん

だろうと思います。何度も特殊勤務手当に

ついては廃止に向けて取り組んできまし

たので、妥当だと理解しました。 

 以前は、緊急出動することがあるので、

全員もらっていたんですけれども、それは

早くになくなっています。働き方改革とい

う中、昔は夜間とか職員が直接出ていたも

のが、今は当番制になっています。 

 各指定業者が、１週間単位、１か月単位

での輪番制システムがどういうことにな

っているのか。その仕組みと費用なども含

めて、ご説明をお願いします。 

 ４番目の検針事業でございます。とにか

く水漏れがあったらちゃんとお知らせす

るのは、当然のことだと思います。あと市

民が気軽に連絡できる体制を取っていた

だきたい。 

 できたら市役所のほうでしっかり窓口

をつくっていただき、例えば摂津市水漏れ

１１０番とか、水漏れのことだったらどん

どん言ってくださいみたいな姿勢で、そこ

から信頼できる業者を紹介する。 

 例えば当番制の話があります。当番制に

なっている業者にお願いするとか、そうい

うシステムを一回考えていただきたいの

で、これは要望としておきます。 

 それから太中浄水場です。能力がだんだ

ん落ちており、今はケーシングと増強と２

種類の作業で水量を戻す、回復させるとい

うことです。これは僕も見学に行ったとき、

この上で曝気槽、水を曝気するところがあ

ります。物すごい勢いで出ているところと、

ちょろちょろとしか出ないところがあり

ます。ポンプによって、これは何号井戸、

これは何号井戸と分けてあり、そんなに違

いがあるのやと思いました。 

 だから、計画性を持ってやらないとあか

んのです。鋭意にやっていただきたいんで

す。上下水道ビジョンでは、将来的に枯渇

をするおそれがある、対岸の浄水場につい

て、枯渇するかもしれないと、それがなく

てもいいように、企業団の推計だけで災害

時も含めて水を融通する施設整備を検討

するとなっているんです。 

 それで企業団の立て坑の跡から、今水道

管をずっと中央送水所に仕込んであるん
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です。この企業団水だけで災害にも可能に

できるようにすることだと思います。これ

は重要な取組だったら、委員会にこういう

ことで工事していますと報告していただ

きたい。 

 そういうことでやっているのは大事な

ことです。これはお願いしておきます。こ

の太中浄水場を廃止する場合としない場

合のメリット、デメリットが、経費の面も

含めていろいろ検討されていると思うん

です。 

 その検討の概略について、現時点でどの

ように考えられているのかお聞きします。 

 水道料金ですが、令和６年度に水道料金

の改定も含めて検討するということです。

水道も下水も同じことだと思いますけれ

ども、とにかく頑張っていただきたい、負

けないように。これはとにかくいろいろあ

るんでしょうけれども、最大限努力してい

ただくことをお願いしておきます。これは

要望としておきます。 

 先ほどの弘委員の質問でありました。支

払方法のクレジット決済、これもぜひ検討

いただきたい。全然角度は違いますけど要

望しておきます。 

 大阪府水道企業団の話です。先ほどどん

どん編入していく、令和４年度東大阪市、

八尾市、岸和田市とか大きな市がいよいよ

統合、編入に対する検討を始めたというこ

とです。この間、報告を受けましたけれど

も、南のほうからどんどんやってきている

ということです。これもいずれは検討しな

いといけないということです。 

 それで災害時の対策に戻ります。企業団

水系だけで災害時も含めた管路整備を行

っているということです。このバイパス管

を何年か前に設置をしました。庭窪浄水場

から万博の浄水場までつなぎました。これ

は完成したんです。それまでは三島浄水場

で浄化した水を飲んでいたんです。三島浄

水場はダイキンの横にあります。三島浄水

場では一次浄化して、それを万博浄水場に

送って、向こうで二次浄化したものがこち

らに帰ってくる。それを摂津市で飲んでい

ました。このバイパスができたことによっ

て、庭窪浄水場の水が万博浄水場において

途中から分岐をしてこちらへ、また摂津市

に入って、摂津市は今、庭窪浄水場の水を

飲んでいるということです。そういうこと

も聞いて初めて分かったわけでございま

す。できればまた一回、庭窪浄水場へ文教

上下水道常任委員会の視察も含め、委員長

で検討していただきたいと要望しておき

ます。これで終わりです。 

 水害に対するＢＣＰです。大変難しい計

画だと思います。本当に難しいと思います。

復旧するのに時間がかかり、そんな中でい

ち早くサービスを維持できるように検討

していただく、これは宿題です。よろしく

お願いいたします。 

 下水道料金の値上げについても何とか

頑張っていただきたい。ストックマネジメ

ントは、おおむね１０年間の計画をまずつ

くっていこうということです。これはぜひ

委員会に出していただきたい。できた段階

で、文教上下水道常任委員会に提出してい

ただきたい。それがまた５年ごとに見直さ

れるというか、見直したら、また提出して

いただきたい。お願いしておきます。 

 その上で、前回平成１９年１０月に５．

５％引き上げているんです。それ以降は引

き上げてないので、頑張っていただいてい

ることに自体については評価します。今、

真ん中より下になっています。もうひと頑

張り、ふた頑張り、ぜひ頑張っていただき

たい。我慢比べじゃないですけど、頑張れ
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ばほかが上げてくるから、下げるのは難し

いとしても、上げないように、いろんなも

のの整理とかをしながら、できるだけ１年

でも遅らせることを考えていただきたい。

これは要望ですので、お願いします。 

 １２番目、基準外繰入金の解消です。令

和１０年で大体２億２，０００万円くらい

減ります。これは償還金の減少とかによる

と思います。これもさきの資料に出てきま

すけど、企業債の関係等、しっかり頑張っ

ていただきたいのでお願いしておきます。

要望とします。 

 １６番の水洗化率です。今調整区域の人

には受益者負担金にプラス都市計画税分

の加算をしてお願いしていっています。そ

れでなかなか進まないことになっていな

いのか、結構な金額になると思うんです。

それが支障になってはつなげませんとい

うことになっていないのか、現状だけ教え

ていただきたい。 

 １７番目、企業債です。私は平準化債を

借り入れると思っていましたが、もう目い

っぱい借りたということでした。これ以上

借りられへんので、もう借りることはない

かもしれません。とにかく実を減らすのに

令和１０年は一つの節目と思うんです。こ

こで大分高額のやつがぐっと減ってきま

す。令和１０年までひと踏ん張り、料金も

令和１０年まで何とか抑えていただきた

い。頑張っていただいて、辻課長お願いし

ます。これは要望としておきます。 

 下水道、１９番の地震対策計画です。 

マンホールトイレの件もそうですし、主

要な下水管の耐震化もこれからの計画に

なってくると思います。今後しっかり計画

していただきながら、ストックマネジメン

ト計画との整合性も出てくると思います

が、都度都度、報告していただきながら進

めていただくように要望しておきます。 

 以上。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、夜間と緊

急時の対応の内容についてご説明いたし

ます。 

 まずは、夜間の緊急連絡体制につきまし

ては、職員で体制を組みまして、連絡を受

けました宿直あるいは委託業者から担当

に連絡が入る形になります。それから、こ

の夜間の緊急対応につきましては、年間で

緊急の作業対応をする業者を委託契約し

ておりまして、そちらに連絡して一次対応

をするような形になっております。 

 先ほど申し上げました委託業者につき

ましては、この待機料として約１，２００

万円をお支払いしております。 

○村上英明委員長 樫本次長。 

○樫本上下水道部次長 太中浄水場の廃

止のメリット、デメリットについてご説明

させていただきます。 

 委員がご指摘のとおり、だんだんと揚水

量が減ってきております。井戸のほうです

けども、清掃をしてもなかなか元の能力に

は戻らない状態にはなっております。今後、

今の井戸の中で、これから揚水量が増える

ことはなかなかしんどいところがあるの

かと考えております。 

 ですが、やはり井戸の廃止とか、今まだ

２号井戸を止めてるということがありま

すので、今後もそれが増えるようになりま

すと、どこかで機能しなくなる可能性はご

ざいます。 

 ただ、今の時点では、やはり複数水源の

確保ということもビジョンの中で書いて

おりますので、今の時点ではまだ残してい

きたい。ですからメリット、デメリットは、

そういうところがあるのかと思います。太
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中浄水場の廃止のときはどう考えてるか

は揚水量と複数水源の確保、この辺のバラ

ンスになっていくかと、このように考えて

おります。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 １６番目の

調整区域の現状についてご説明させてい

ただきます。 

 現在調整区域の３．１７ヘクタールの整

備が終わっております。その中におきまし

て、やはり委員がご指摘のように受益者負

担金の割合が非常にほかの地域に比べま

して高くなっておりまして、１平米当たり

９２０円となっております。ほかの区画整

理地域などは負担金がかかってこないと

いうような形になってきますので、かなり

の差が出てきております。 

 ３．１７ヘクタールの整備のうち、水洗

化が進んでおるのは約３０％になってお

ります。今後また今年度、来年度と整備を

進めていきまして、地元の下水の要望等を

きちっと聞きながら整備のほうを進めて

まいりたいと考えております。 

○村上英明委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 最後にします。 

答弁ありがとうございます。 

 今、業者に対する緊急出動の委託につい

てお伺いしました。１，２００万円で年間

委託をしているということです。今後とも、

そういう意味ではうまくやってください。

要望としておきます。 

 それから、浄水場の話です。私もずっと

長いこと議論してきたので太中浄水場の

ことはよく分かります。２系統持っておく

と、災害のときに、例えば東日本大震災の

ときに原発事故があり、福井の原発がもし

爆発したときには、１００キロメートル圏

内に琵琶湖が入っています。琵琶湖が汚染

されてしまったら水が使えなくなるリス

クがあります。それから、南海トラフのと

きに海水が遡上してきます。今の浄水場に

は、そういう海水を抜く装置がないんです。

海水をろ過する処置ができへんので、１か

月くらい水が使えないことがあったり、そ

ういうリスクにはやっぱり自己水を持っ

ておくのは非常に大事です。一方でだんだ

んと枯れてくる。 

 今、ＰＦＯＡが出たかと思いますが、２

号井戸いうたら敷地内の一番隅っこにあ

るやつです。敷地内にまだ三つあり、近い

ところやから、今後、ＰＦＯＡに汚染され

てしまうと閉鎖せなあかん引き金にもな

ります。だからいろんなことを考えとかな

あかんとは思うんです。 

 試算をいろいろビジョンでは載ってあ

りますけど、閉鎖すると費用的にはメリッ

トが出てきます。申し訳ない話やけど、整

備費はすごく高くついているので、その分

のメリットが出てくると試算をされてい

ます。ただ、今それが現実にそうするとい

うわけにはいかない。今までの考え方を踏

襲すると思います。今のままでいくと、い

ずれ手放さんなあかんときは来る。このタ

イミングです。どんどん費用が高くなって

くる。今は、まだ水を作っている値段と企

業団の支給されている水の値段はどっこ

いどっこいですので、大きく費用がかかっ

ていることにはなってないです。これだん

だん水の単価上がってきます。そういうと

きにどこで判断するかが大事になってく

ると思うんです。その辺のことを見極めな

がら、やっていただきたい。 

 それから災害時のことはいろいろあっ

て、北大阪の水道協議会といろいろ連携で

協力し合うとかいろいろやってはります。

そういうのも生かしながら、ふだんからい
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いお付き合いをしておくことは大事です。

しっかりとそういう面もやっといてくだ

さい。これも要望としておきます。 

 それから水洗化は、なかなか難しいかも

分かりません。調整区域が普通のとこより

もさらにまたハードルが高い。都市計画税

を払ってない分、年計画税分を上乗せする

ことは、受益者負担が高いのでハードルは

高くなります。だから今３０％くらいしか

普及できてないので、難しい問題です。こ

の地域にたくさん切り替えてもらわなあ

かんとこが残っている。だからこれはこれ

でしっかり取り組んで、地道にやるしかな

いです。頑張ってください。水洗化率を少

しずつでも上げてもらえるようにお願い

しておきます。これも要望としておきます。 

 以上で終わります。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午後２時３１分 休憩） 

（午後２時３３分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、質問させてい

ただきます。これまでの質疑が重なる部分

がありますけども、確認をさせていただき

たいので、よろしくお願いいたします。 

 まず１番目、下水になります。決算書に

もありますけども、東別府雨水幹線です。

令和４年度につきまして幹線が完成をし

たということです。改めて、令和４年度の

東別府雨水幹線の実績についてお聞かせ

いただきたい。 

 ２番目、決算概要の１６８ページです。

太中浄水場について、井戸の洗浄作業があ

ります。こちらについては予算から決算が

約半額です。この作業の内容と決算額の差

異についてお聞かせください。 

 続きまして、３番目です。これも先ほど

来、議論がされております水道料金の今後

についてのお話です。総括的な話ですけど

も、摂津市水道事業計画経営戦略５６ペー

ジ、全体のまとめのところに、２０１７年

度の給水収益の半年分に相当する９億円

を確保すると記載されております。その中

で、令和４年度の決算書では現金預金とし

て約２９億円があるということです。この

計画とこの金額の差異、考え方についてお

聞かせいただきたい。 

 以上です。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 東別府雨水

幹線の令和４年度の実績についてご説明

させていただきます。 

 令和４年度は、もう管路のほうは到達ま

で到達しておりまして、発信立坑の土地を

お借りしてた企業の原状復旧という形の

作業が残っておりまして、令和４年の２か

月間だけ工事させていただきまして、令和

４年５月３０日に工事は竣工しておりま

す。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、太中浄水

場の井戸洗浄におきまして、予算と決算と

の差についての内容をご説明いたします。 

 令和４年度は井戸洗浄におきましては

２号井戸の洗浄を行っております。予算と

いたしましては８３６万円の予算をこれ

までの実績等に基づいて計上させていた

だいておるわけなんですけれども、コスト

縮減ということで実際の洗浄につきまし

ては、スクリーンに付着した異物等を除去

する作業、またスクリーンも外側の帯水層

の詰まりを除去するような作業がござい

ますが、これらの作業が一般的な工法でで

きるということであったことと、あと発注

に際しまして、この井戸の洗浄は夏場、井
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戸が止めれないということで、業者にとり

ましては閑散期といいますか、発注・受注

が少ない時期に合わせて発注をさせてい

ただいたところ、この予算額に対して約半

額の４１４万７，０００円で契約に至った

ものでございます。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 水道事業経営戦略の

５６ページに書かれてあります自己資金

の９億円の確保のお話でございます。 

 こちらにつきましては、給水収益の半年

分に相当する金額を手持ちの現金として

持っておけば、何か突発的な事象が起こっ

たときに半年間は運転が継続できるとい

うことの目安で９億円という金額を設定

させていただいております。 

 そのことに照らし合わせますと、現段階

では貸借対照表におきまして、現金預金２

９億円余りございますので、そういう意味

におきましては９億円の確保は十分にで

きておる状況になろうかと思います。 

○村上英明委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 引き続いて２回目の質問をさせていた

だきます。 

 まず、東別府雨水幹線につきましては令

和４年５月に竣工ということです。今も引

き続き枝線の工事が現地では行われてお

ります。改めて、今後の取組とスケジュー

ル、そしてスケジュールでいけばどのよう

な効果を東別府においてもたらすのか、教

えていただきたい。 

 ２番目です。井戸洗浄について、業者へ

の発注時期等、あと一般的な工法で半額に

なったということです。そういう取組につ

いての工夫は評価したいと思います。ぜひ

予算を少しでも浮かす、こういった企業努

力が必要になってくると思います。 

 改めて、一般的な工法とおっしゃられま

したけど、分からないところもあります。

井戸の洗浄方法、具体的にどのような形で

されるのか分かりやすいように教えてい

ただきたい。 

 続きまして、３番目です。先ほど料金収

益の半分、半年分９億円を確保するのが妥

当ということです。今２９億円です。改め

て、９億円に対して今２９億円をどう評価

しているのか、将来に向けてどうあるべき

かお聞かせいただきたい。 

 以上です。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 東別府の今

後の予定と効果のほうの質問にお答えさ

せていただきます。 

 雨水幹線が完成しまして、現在雨水幹線

より西側、別府小学校側の雨水整備を進め

ております。今年度令和５年度と令和６年

度で雨水幹線の東側、中央環状線に向かい

まして工事を進めていく予定になってお

ります。そして、そこからまだ中央環状線

まで届きませんので、中央環状線まで届か

せて、さらに北上するような予定をしてお

ります。これにつきましては、今後委託設

計していく予定になっております。 

 効果になりますが、下水道ビジョンにお

きましては令和１０年度で整備率を５５．

８％、行政経営戦略では令和７年度で５５．

６％を目指して目標にさせていただいて

おります。令和１０年度で５５．８％とな

りますと面積でいいますと約６ヘクター

ルの地域の水を取るような形になりまし

て、そこに降る４８．４ミリの水を排水能

力の効果が得られると考えております。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、太中浄水

場の井戸洗浄作業の一般的な工法の詳細
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についてお答えいたします。 

 まず、井戸のスクリーンに付着した異物

の除去につきましては、ブラシを使用いた

しましてこすり落とすというふうな内容

になっております。また、このスクリーン

の外側の帯水層の詰まりを除去する方法

といたしましては、このケーシングの内径

と同じ大きさのゴム板を入れまして、それ

を上下させるということによりまして帯

水層に詰まっている砂粒子を引き出しま

してみず道を開けて機能を回復するとい

う内容でございます。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 ２９億円の金額が将

来に向けてどのように評価してるかとい

うお話でございます。 

 まず、２９億円と申しますのは、現金預

金で２９億円持っておりますけれども、未

処分利益剰余金等が含まれておりますの

で、先ほど藤浦委員の答弁でも申し上げま

したけども、留保資金としては２２億円程

度になります。 

 その将来に向けてこの２９億円が多い

のか少ないかというお話でございます。ま

ず貸借対照表の有形固定資産のお話をし

なければならないのかと思っております。

有形固定資産には、土地、建物、構築物等々

いろんな固定資産がございますけれども、

その帳簿価格の合計で２３３億円ほどあ

る有形固定資産が、現在減価償却の累計額

といたしまして全ての合計が１１０億円

余り減価償却が累計されております。 

 これは何を意味するのかでございます

が、２３３億円の帳簿価格のうち、既に１

１０億円がその価値を失っているという

ことでございます。これがゼロになれば全

てが更新のタイミングを迎えるというこ

とになってまいります。したがいまして、

更新需要への備えとしては、現在１１０億

円の現金を持っていてもおかしくないと

いうことが言えるとお考えいただきたい

と思っております。したがいまして、１１

０億円の減価償却累計額があるにもかか

わらず、現金は現在２９億円しかないと考

えております。 

○村上英明委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、３回目質問と

要望させていただきます。 

 まず、東別府雨水幹線につきましては、

以前から一般質問で様々議論された中で、

東別府における内水氾濫もしっかりと防

止をしていくというもので、高く期待をし

ております。枝線をしっかりと伸ばしてい

って、最終的には６ヘクタール分の雨水を

しっかりと排除できるということです。地

域住民にとっても本当に住みよいまちに

なると期待しております。引き続きスケジ

ュールどおり着々と進められるように要

望とさせていただきます。 

 続きまして、２番目、２号井戸の洗浄の

手法についてお聞きいたしました。気にな

ったのは、単純に今年２号井戸でもＰＦＯ

Ａが少し多めに出ているところです。ＰＦ

ＯＡは様々な加工とかがされるというと

ころで、地下水脈も踏まえて様々な可能性

も考えられるのかと疑問に思って質問さ

せていただきました。 

 水道事業年報を見ると井戸の深さが１

号井戸も２号井戸も１５０メートルです。

１号井戸が出なくて２号井戸がというと

ころに不思議なところもあるんです。様々

な可能性についてもしっかりと踏まえＰ

ＦＯＡについても研究、確認をされるよう

に、要望させていただきます。 

 最後です。水道料金のところで２９億円

のところ、減価償却資産で本来１００億円
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以上あってもおかしくない、いわゆる更新

で、必要経費が２９億円では足りないんだ

というご答弁だったとかと思います。 

 これにつきましては、私も勉強させてい

ただきました。古い資料ですけども、厚生

労働省の平成２８年度の水道事業の維持

向上に関する専門委員会で、水道事業を取

り巻く状況の課題という中で、人口減少に

伴う水需要の減少と水道施設の老朽化、こ

こに当たる。ここには、全ての管を更新す

るのに約１３０年かかるという記載をさ

れております。そのほかにも職員数の減少、

必要な水道料金原価の見積り不足のおそ

れ、これらの課題を解決して水道事業の基

盤強化を図ることが必要と記載をされて

おります。そういった中で、１１０億円と

言っても２９億円という現状をどのよう

に今後取り組まれるのか、改めてお聞かせ

いただきたい。 

 以上です。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 それではお答えいた

します。確かに経営戦略では、突発的な事

象が生じたときに半年間は事業は継続で

きるだろうという最低限の数値目標が掲

げられていたのかと思います。そこには将

来の更新需要を盛り込むことができてお

りません。 

 ２９億円もあるじゃないかというご意

見もいただくことが多いんですけども、先

ほど申し上げましたように、将来更新する

ときに手持ちの現金は一切ありません。な

いお金は借りればいいという考えの下に

立ってしまうと、将来につけを回すだけで

ございますので、本来であれば、将来の更

新需要については、それぞれ水道事業会計、

下水道事業会計それぞれがある程度の自

力を持って臨める状況を確保していく努

力をしなければならないんだろうと感じ

ております。 

 したがいまして、この２９億円が当初揚

げました９億円を満たしてるからという

基準ではなくて、将来の更新需要について

備えが要るんだという感覚を持っていく

必要があるんだろうと考えておりますの

で、その点もご理解いただければ非常にあ

りがたいと感じております。 

○村上英明委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 この件は突発的なというところです。特

に令和４年度につきましては、電気代の高

騰、これまさに本当に突発的な事態が生じ

ていると思います。また、世界情勢的にも

コロナの問題が収束するかと思いきや、ま

たイスラエルの話とか、まだまだ世界情勢

的にも厳しい状況が続くというところで、

引き続き油断ならん状況かなと思います。

こういった中で広域連携の推進、水道事業

の基盤強化については今後もしっかりと

進めていく必要があると思います。 

 これについては大阪市の動向が一番大

きいのかなと。今一番水道料金も下水料金

も安い大阪市がしっかりと企業団に入っ

ていかなければ、なかなか大阪府あるいは

摂津市としてのメリットもなかなか難し

いというのも一定理解をします。こういう

ときに大阪府と大阪市のリーダーシップ

を発揮して、統合に向けていっていただき

たい。 

 なかなかどうなるか分からないところ

でありますけども、引き続き市としても下

水と水道経営をしっかりしていただくこ

とを要望しまして質問を終わります。 

 以上です。 

○村上英明委員長 次に、出口副委員長。 

○出口こうじ副委員長 長時間お疲れさ
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まです。私からは、もう委員の皆様がたく

さん質問をしてくださり、そしてご答弁も

たくさんいただいておりますので、多少の

質問と要望とさせていただきます。 

 まず、決算概要１６８ページ、１６９ペ

ージです。これも委員の皆様がたくさん質

問されています。太中浄水管理運営事業、

令和３年度に比べて動力費が２，６００万

円も増えている状況でご答弁いただいて

おります。電気代が上がったということで

す。これから動力費の抑制策を予定してい

るかどうかを１回目お聞かせください。 

 続きまして、決算書２４ページ、２５ペ

ージ、料金回収率です。お金を回収するこ

とは大切やと思うんです。これ見てますと、

令和４年度、２５ページ、経営指標の推移

です。料金回収率が令和４年度は１００％

を下回っております。これはなぜかという

のを１回目お聞かせください。 

 続きまして、下水道、決算概要１８６、

１８７ページです。この表を見てますと毎

年予算化をせずに継続費の設定をなぜ行

ったのかということ。精算は東別府雨水幹

線の建設が終わったということでいいの

か１回目お聞かせください。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、出口副委

員長ご質問の太中浄水場の管理運営事業

に係る動力費及び抑制策についてでござ

います。 

 令和４年度は、大幅な動力費の高騰上昇

がございまして、この上昇分の差が大きく

この部分のコストを抑制することがなか

なか難しい状況でございますけれども、少

しでもこの動力費を抑制していくことが

重要であると認識しております。そのため、

浄水場、送水場の施設におきまして設備更

新する際には、省エネルギー型の設備を導

入してまいりたいと考えております。 

 具体的には、設備の中で電力を多く使い

ますのが配水ポンプでございますので、こ

ういった配水ポンプを配水量に応じてポ

ンプの回転速度を変えることができる可

変速のポンプに変更するとかいう形で、省

エネルギー型に移行していきたいと考え

ております。直近では千里丘の送水場施設

更新を予定しておりますので、この中でも

こうした対策を検討して、少しでも動力費

の抑制につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 料金回収のお話でご

ざいます。令和４年度は１００％を下回っ

ているその理由についてということでご

ざいます。 

 ご覧のように供給単価は令和３年度と

ほぼ変わっておりません。横ばいの数字で

ございます。一方、給水原価だけが昨年度

よりも上がっている状況で料金回収率が

悪化してるというような状況は見てとれ

ると思います。こちらでは先ほどからご答

弁申し上げておりますけども、動力費の増

加、また、水道料金の還付等を行ったこと

によりまして、供給するに当たっての費用

がかかったということでございます。こち

らのほう９５．８％となっておりますけれ

ども、全国平均も５ポイント減の９８．

４％ということで、２年前にコロナ禍で減

免、全国でしたと思いますけども、そのと

きよりも大きな下落幅となっておる状況

でございます。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 通常の予算

ではなく継続費になった理由に答えさせ

ていただきます。 



- 43 - 

 

 東別府雨水幹線は、既設の水路の下を通

っていきますルートになっております。東

別府地区、摂津市内全域に当たるんですが、

非常に軟弱土になっておりましてシール

ド工事の方が、１回進みますと途中で止め

ないという工事になっておりますので、何

か問題が発生したときに迅速な対応をす

る必要があるので、予算組みも迅速に対応

できる継続費とさせていただきました。 

 あと、精算ということで工事は終わった

かということで、東別府雨水幹線に関しま

しては、工事は令和４年の５月で終わって

おります。 

○村上英明委員長 出口副委員長。 

○出口こうじ副委員長 ありがとうござ

います。 

 それでは、２回目です。この動力費、令

和４度の経営状況に与えた影響について、

最後お聞かせください。 

 続きまして、料金回収率です。近年の傾

向についてどのように見ているのかお聞

かせください。 

 続きまして下水道です。令和４年度のみ

財源内訳に損益勘定留保資金が６，３００

万円あります。この内容についてお聞かせ

ください。よろしくお願いします。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 動力費の増加が経営

状況に与えた影響についてということで

ございます。 

 水道事業収益におきまして、動力費と申

しますのは避けることのできない営業費

用でございます。それが昨年と比べまして

２，３８５万円程度増加したということに

なっております。 

 一方で、給水収益が２，８７４万円程度

減少しておるということで、給水収益は減

少傾向にある中、動力費は同程度の金額で

増えていくということで、上下、非常に大

きな開きが出てきている状況でございま

す。 

 一方で給水収益は水道事業収益全体の

約９０％を占めますことから、これが大き

く減っていくというのは、水道事業収益に

とって非常に大きな痛手であるというこ

とでございます。水道事業収益の中で給水

収益が減ってるのと同時に、費用も減って

るんだということであれば、給水収益が減

ってることもそこで一定何かしらの費用

減で対応できるところではあるんですけ

ども、逆に、費用が増える要素が今後見通

しがつかないと、先行きは不透明であると、

急激に上がっているというところで、非常

に経営状況が悪化しているということで

ございます。 

 この動力費については、ご存じのように

世界情勢がこのような状況でございます

ので、ずっと今後継続的に続くのか、それ

とも一定収束するのかというところは非

常にこちらのほうではコントロールがで

きない問題でございまして、非常に歯がゆ

い思いをしておりますけれども、何とか経

営状況改善できる方向で動力費が低くな

ってくれればいいと思っておりますけど

も、このまま動力費の高騰が続けば非常に

経営状況としては苦しい状況を余儀なく

されるというふうに考えております。 

続きまして、料金回収率の話をさせてい

ただきます。 

 近年の傾向でございますが、令和４年は

料金回収率は９５．８０％で、料金回収率

は、令和元年以降１００％を超えている状

況ではございますけれども、１００でイー

ブンといいますか、ちょうど賄えている状

況ということで、当落線上といいますか、

コストとしてはちょうど賄えている状態
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で、よくも悪くもないということになろう

かと思います。 

 過去には平成３０年にも９２．９８％と

いう数字にまで落ちております。この時は、

太中浄水場の電気計装設備の更新をやり

まして、旧設備の除却を行ったために、そ

れで９２．９８％ということで１００％を

割っております。したがいまして、何か突

発的な状況が起これば、すぐにでも１０

０％を割ってしまうような状況で現在推

移しているのではないかと分析をしてお

ります。 

 続きまして、継続費について答弁いたし

ます。 

 東別府雨水幹線の負担金につきまして

は、当初の計画では平成３０年度から令和

３年度までの４年間を計画期間といたし

まして、全体金額の２分の１につきまして

は国からの交付金、残りの２分の１を企業

債発行において補う予定でございました。 

 ただ、その後、工事が難航しましたこと

を受けまして、令和４年度までにその計画

期間を延長した経緯がございます。令和４

年度予算で１億９，８００万円を繰り越し

いたしました。その繰り越した予算には２

年分の予算を繰り越しておりまして、令和

２年度予算からの繰越額が１億２，８００

万円、それから令和３年度予算からの繰越

額が７，０００万円と、合わせて１億９，

８００万円を繰り越したわけでございま

す。 

 そのうち、財源となる企業債につきまし

ては、次年度の繰越しまでしか認められて

おりません。ですから令和４年度につきま

しては令和３年度予算からの繰越額の７，

０００万円に対して企業債が認められま

したが、令和２年度予算からの繰越額１億

２，８００万円につきましては、企業債の

発行が認められませんでした。したがいま

して、その２分の１に相当いたします約６，

４００万円について損益勘定留保資金と

いうことで市の予算を投入したというこ

とでございます。 

○村上英明委員長 出口副委員長。 

○出口こうじ副委員長 分かりやすいご

答弁、ありがとうございます。 

 本当に動力費上がっているんで大変だ

と思います。回収率に限っても、どきっと

する言葉がありました。当落線上って、

我々どきっとします。必要な費用をその収

益で賄えてない状況は極めて不健全と言

わざるを得ないと思います。１００％以上

を目指して引き続き頑張ってください。 

 下水、東別府雨水幹線の件です。先ほど

松本委員が質問されて、今後のスケジュー

ル、汚水処理能力などもご答弁いただきま

した。ありがとうございました。 

 最後に、辻課長が水道の経営は非常に厳

しいとずっとずっとおっしゃっていまし

た。最後にそれを総括されて、末永部長よ

ろしくお願いします。 

○村上英明委員長 末永部長。 

○末永上下水道部長 水道事業の総括で

ございますが、先ほど来から、課長より答

弁させていただいております。特に出口副

委員長がおっしゃられた動力費におきま

しては、今回全国的に回収率が１００％を

切ったきたというのは本市のみならずあ

ります。料金値上げをしたばかりの市であ

ればこの動力費の高騰にも耐えれたのか

なと考えます。私どもはボーダーラインに

おりますので、なかなか厳しかった。全体

的に一つのことが起きたことによって、経

営が揺らぐというのはなかなか経営して

いる者にとっては厳しいところでござい

ます。 
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 今後につきましてもこの動向を見なが

ら、先ほど内部留保資金の話もございまし

たけれども、９億円、企業債も６０億円弱

で制御しながら今後の水道事業、こういう

異例なことはあっても耐えれるように健

全経営をして進めてまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○村上英明委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後３時０９分 休憩） 

（午後３時１１分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 賛成多数。よって、本

件は認定すべきものと決定しました。 

 認定第２号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。よって、本

件は認定すべきものと決定しました。 

 認定第３号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。よって、本

件は認定すべきものと決定しました。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午後３時１２分 閉会） 
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